
 

様式３ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定総括表 
 

中期計画（中期目標） 

年度評価 
項目別 

調書№ 
備考 

 

中期計画（中期目標） 

年度評価 
項目別

調書№ 
備考 ２３

年度 

２４

年度 

２５

年度 

２６

年度 

２７

年度 

２３

年度 

２４

年度 

２５

年度 

２６

年度 

２７

年度 
Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  

 

１ 特別支援教育に係る実際的・総合的研

究の推進による国の政策立案・施策推進等

への寄与及び教育現場への貢献 

Ａ Ａ Ａ Ｂ  

１－１ 

 
Ⅱ．業務運営の効率化に関する目標を達成する

ためにとるべき措置 
Ａ Ａ Ａ Ｂ  ２  

（１）国の政策課題及び教育現場のニーズ

等に対応した研究の推進 
Ａ Ａ Ａ Ｂ   Ⅲ．予算、収支計画及び資金計画 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ２  

（２）評価システムの充実による研究の質

の向上 
Ａ Ａ Ａ Ｂ   Ⅳ．短期借入金の限度額 － － － －  ２  

（３）学校長会、保護者団体、大学等の関

係機関等との連携・協力体制の強化によ

る実際的で総合的な研究の推進 

Ａ Ａ Ａ Ｂ   Ⅴ．重要な財産の処分等に関する事項 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ２  

２ 各都道府県等における特別支援教育

政策や教育研究及び教育実践等の推進に

寄与する指導者の養成 

Ａ Ａ Ａ Ａ  

１－２ 

 Ⅵ．外部資金導入の推進 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ２  

（１）都道府県等の特別支援教育政策等の

推進に寄与する専門性の向上 
Ａ Ａ Ａ Ｂ   Ⅶ．余剰金の使途 － － － －  ２  

（２）各障害種別に対応する指導者の専門

性の向上 
Ｓ Ｓ Ｓ Ａ   

Ⅷ．その他主務省令で定める業務運営に関する

事項 
Ａ Ａ Ａ Ｂ  ２  

（３）国の重要な特別支援教育政策や教育

現場の喫緊の課題等に対応する指導者の

養成 

Ａ Ａ Ａ Ｂ   

 

       

（４）各都道府県等が実施する研修に対す

る支援 
Ａ Ａ Ａ Ｂ           

３ 各都道府県等における特別支援教育推

進のための教育相談機能の質的向上に対

する支援と教育相談活動の実施 

Ａ Ａ Ａ Ｂ  

１－３ 

         

（１）各都道府県等における特別支援教育

推進のための教育相談機能の質的向上に

対する支援 

Ａ Ａ Ａ Ｂ           

（２）各都道府県等では対応が困難な教育

相談等の実施 
Ａ Ａ Ａ Ｂ           

４ 特別支援教育に関する総合的な情報提

供体制を充実し、研究者・教職員等の研究

や専門性、指導力の向上及び保護者等に必

要な知識等を提供 

Ａ Ａ Ａ Ｂ  

１－４ 

         

（１）研究成果の普及促進等 Ａ Ａ Ａ Ｂ           

（２）特別支援教育に関する情報の収集・

蓄積・提供や理解啓発活動 
Ａ Ａ Ａ Ｂ           

項目評定 Ａ Ａ Ａ Ｂ  －          

 

  



2 

 

 

様式４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 
 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－１ 特別支援教育に係る実際的・総合的研究の推進による国の政策立案・施策推進等への寄与及び教育現場への貢献 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第 12条第１項第一号 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

前中期目

標期間最

終年度値 

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度  

 

 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 

          決算額（千円） 420,847 352,978 290,613 311,276  

         従事人員数（人） 26 24 22 20.37  

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載  
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中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 文部科学大臣指示 

                   

平成 23年３月１日 

 

（序 文） 

 省略 

 

（前 文） 

 省略 

 

Ⅰ 中期目標の期間 

 中期目標の期間は、平成２３

年４月１日の日から平成２８年

３月３１日までの５年間とす

る。 

 

Ⅱ 国民に対して提供するサー

ビスその他の業務の質の向上に

関する事項 

 

１ 特別支援教育に係る実際

的・総合的研究の推進による国の

政策立案・施策推進等への寄与及

び教育現場への貢献 

（１）国の政策課題及び教育現

場のニーズ等に対応した研究の

推進 

 国内外の障害者施策を取り巻

く状況の変化等を踏まえつつ、

特別支援教育のナショナルセン

ターとして研究を戦略的かつ組

織的に実施し、特別支援教育政

策の充実及び教育現場の教育実

践等に貢献するため、①国とし

て特別支援教育政策上重要性の

高い課題に関する研究、②教育

現場等で求められる喫緊の課題

に対応した実際的研究に一層精

選・重点化して実施すること。 

 これらの研究については、各

都道府県等に対する研究ニーズ

調査の結果を参考に中期目標期

間を見通して計画的に進めるこ

と。また、必要な研究体制の整

備を図ること。さらに研究成果

を教育現場に迅速に還元するた

め全ての研究課題に年限を設け

ること。 

 

 

 

 

 

 

文部科学大臣認可 

                  

平成 23年３月 31日 

 

 

 独立行政法人通則法（平成十

一年法律第百三号）第三十条の

規定により、独立行政法人国立

特別支援教育総合研究所（以下

「研究所」という。）が中期目標

を達成するための中期計画を次

のとおり定める。 

 

 

 

 

Ⅰ 国民に対して提供するサー

ビスその他の業務の質の向上に

関する事項 

 

１ 特別支援教育に係る実際

的・総合的研究の推進による国

の政策立案・施策推進等への寄

与及び教育現場への貢献 

（１）国の政策課題及び教育現

場のニーズ等に対応した研究の

推進 

① 特別支援教育のナショナル

センターとしての役割を踏まえ

た、国の政策的課題や教育現場

の課題に対応した研究に一層精

選、重点化して実施し、障害の

ある子ども一人一人の教育的ニ

ーズに対応した教育の実現に貢

献する。 

イ 国として特別支援教育政策

上重要性の高い課題に対する研

究 

 教育制度・システムに関する

調査・研究、先導的な指導方法

の開発に係る研究など、国とし

て特別支援教育政策上重要性の

高い課題に対する研究を実施す

る。 

ロ 教育現場等で求められてい

る喫緊の課題に対応した実際的

研究 

 障害のある子どもの教育内

容･方法等に関する調査・開発研

究など、教育現場等で求められ

ている喫緊の課題に対応した実

際的研究を実施する。 

 

 

 

 

 

 

                                      

 独立行政法人通則法（平成十

一年法律第百三号）第三十一条

の規定により、独立行政法人国

立特別支援教育総合研究所中期

計画に基づき、平成２６年度の

業務運営に関する計画を次のと

おり定める。 

 

 

 

 

Ⅰ 国民に対して提供するサー

ビスその他の業務の質の向上に

関する事項 

                                           

１ 特別支援教育に係る実際

的・総合的研究の推進による国

の政策立案・施策推進等への寄

与及び教育現場への貢献 

（１）国の政策課題及び教育現

場のニーズ等に対応した研究の

推進 

① 特別支援教育のナショナル

センターとしての役割を踏まえ

た、国の政策的課題や教育現場

の課題に対応した研究に一層精

選、重点化して実施し、障害の

ある子ども一人一人の教育的ニ

ーズに対応した教育の実現に貢

献する。 

イ 国として特別支援教育政策

上重要性の高い課題に対する研

究 

 教育制度・システムに関する

調査・研究、先導的な指導方法

の開発に係る研究など、国とし

て特別支援教育政策上重要性の

高い課題に対する研究を実施す

る。 

ロ 教育現場等で求められてい

る喫緊の課題に対応した実際的

研究 

障害のある子どもの教育内

容･方法等に関する調査・開発研

究など、教育現場等で求められ

ている喫緊の課題に対応した実

際的研究を実施する。 

ハ 研究の実施に当たっては、

研究の性質による次の区分を設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標＞ 

・国の政策的課題や教育現場

の課題に対応した研究に一層

精選、重点化して実施したか 

・先導的な指導方法の開発に

係る研究など国の政策的課題

や教育現場の課題に対応した

実際的な研究に一層精選、重

点化したか 

・研究課題の精選・採択や研

究計画・内容の改善を図るた

め、研究ニーズ調査を実施し

たか 

・平成２３年度に創設した中

期特定研究制度に基づき、特

別支援教育全体に関わる重点

的な課題である研究テーマを

総合的に解決するための研究

を実施したか 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

 

 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 26年度事業報告書 

Ｐ18～36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定＞ 

Ｂ 

 

＜根拠＞ 

 研究課題の選定については、研究基本計画に基づ

くとともに、文部科学省との連携や研究ニーズ調査

により、国の政策課題や教育現場の課題を把握して、

研究課題の設定及び研究の実施を行うことができ

た。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

特別支援教育政策上重要性の高い課題に対する研

究として、「インクルーシブ教育システム構築に向け

た取組を支える体制づくりに関する実際的研究」を

実施した。 

平成 26年度に実施した専門研究Ａは３課題、専門

研究Ｂは８課題、専門研究Ａ、専門研究Ｂにつなげ

ることを目指して実施する予備的、準備的研究１課

題、共同研究４課題に取り組んだ。 
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けて実施する。 

ⅰ）基幹研究 研究所が主体と

なって実施する研究で、運営費

交付金を主たる財源とするもの 

 その内容により、以下の通り区

分する。 

専門研究 A：特定の障害種別に

よらない総合的課題、障害種別

共通の課題に対応した研究 

専門研究 B：障害種別専門分野

の課題に対応した研究 

上記の他、専門研究 A、専門研

究 Bにつなげることを目指して

実施する予備的、準備的研究を

実施する。 

また、①インクルーシブ教育

システムに関する研究、②特別

支援教育におけるＩＣＴの活用

に関する研究、に係る研究課題

については、中期特定研究課題

制度（１（１）② ニ 参照）の

枠組の下で研究に取り組む。                                            

ⅱ）外部資金研究：科学研究費

等の外部資金を獲得して行う研

究 ⅲ）受託研究：外部から委託

を受けて行う研究 

ⅳ）共同研究：本研究所と大学

や民間などの研究機関等と共同

で行う研究 

ニ 平成２６年度に基幹研究を

次のとおり実施する。 

ⅰ）平成２５年度からの継続研

究 

（専門研究 A） 

・インクルーシブ教育システム

構築に向けた取組を支える体制

づくりに関する実際的研究－モ

デル事業等における学校や地域

等の実践を通じて－（平成２５

年度～平成２６年度）（中期特定

研究） 

（専門研究 B） 

・知的障害教育における組織

的・体系的な学習評価の促進を

促す方策に関する研究－特別支

援学校（知的障害）の実践事例

を踏まえた検討を通じて－（平

成２５年度～平成２６年度） 

・重度・重複障害のある子ども

の実態把握、教育目標・内容の

設定、及び評価等に資する情報

パッケージの開発研究（平成２

５年度～平成２６年度） 

ⅱ）平成２６年度からの新規研

究 

（専門研究 A） 

・今後の特別支援教育の進展に
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② 研究計画を策定し研究体制

の整備を進める。 

イ 中長期を展望し平成２０年

８月に策定した研究基本計画に

ついて、国の障害者制度改革の方

向性など、国の政策の動向等を踏

まえ改訂する。 

ロ 研究を戦略的かつ体系的に

実施するための研究班を整備す

資する特別支援学校及び特別支

援学級における教育課程に関す

る実際的研究（平成 26年度～平

成 27 年度） 

・障害のある児童生徒のための

ICT活用に関する総合的な研究

－学習上の支援機器等教材の活

用事例の収集と整理－（平成 26

年度～平成 27年度）（中期特定

研究） 

（専門研究 B） 

・視覚障害のある児童生徒のた

めの教科書デジタルデータの活

用及びデジタル教科書の在り方

に関する研究－我が国における

現状と課題の整理と諸外国の状

況調査を踏まえて－（平成 26 年

度～平成 27 年度）（中期特定研

究） 

・聴覚障害教育における教科指

導及び自立活動の充実に関する

実践的研究－教材活用の視点か

ら専門性の継承と共有を目指し

て－（平成２６年度～平成２７

年度） 

・小・中学校に在籍する肢体不

自由児の指導のための特別支援

学校のセンター的機能の活用に

関する研究－小・中学校側のニ

ーズを踏まえて－平成２６年度

～平成２７年度） 

・病弱・身体虚弱教育における

教育的ニーズとそれに応じた教

育的配慮に関する研究－慢性疾

患のある児童生徒への教育的配

慮に関する質的分析から－（平

成２６年度～平成２７年度） 

・特別支援学級に在籍する自閉

症のある児童生徒の自立活動の

指導に関する研究（平成２６年

度～平成２７年度） 

・発達障害のある子どもの指導

の場・支援の実態と今後の在り

方に関する研究－通級による指

導等に関する調査をもとに－

（平成２６年度～平成２７年

度） 

 

② 研究計画を策定し研究体制

の整備を進める。 

イ 平成２４年２月に改訂した

研究基本計画に基づいて、様々

な研究ニーズを見極めつつ、研

究活動を展開する。 

 

ロ 研究を戦略的かつ体系的に

実施するための研究班を整備す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究基本計画に基づき、都道府県教育委員会等へ

の研究ニーズ調査を通じた研究課題の設定、見直し

を行いつつ、研究活動を推進した。 

 

 

 研究活動を戦略的かつ組織的に行うため、を平成

25 年度に引き続き、研究班を設けた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究課題の選定については、「研究基本計画」に基

づくとともに、文部科学省との連携や研究ニーズ調

査により、国の政策課題や教育現場の課題を把握し

て、研究課題の設定及び研究の実施を行うことがで

きた。 

研究計画の企画立案、進行管理を行う等、研究実

施の母体として研究班を整備し、研究活動を戦略的
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（２）評価システムの充実によ

る研究の質の向上 

 研究の実施に当たっては、内

部及び外部評価システムを不断

に見直すことにより、研究課題

の精選・採択や研究計画・内容

の改善、研究の効果的・効率的

実施及び研究の質的向上を図る

こと。 

 なお、研究成果が教育現場等

に対し有効に提供・活用されて

いるか否かについても検証する

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。 

 

ハ 研究成果を教育現場等に迅

速に還元するため、研究課題に

ついては、その必要性、研究内

容等について毎年度見直しを行

いつつ、原則として、２年を年

限として研究成果をまとめる。 

 ニ 特別支援教育全体に関わ

る重点的な課題を総合的に解決

するため、中期目標期間を見通

して特定の包括的研究テーマ

（領域）を設定し、複数の研究

課題から構成された研究を進め

る中期特定研究制度を創設す

る。 

 

 

 

 

 

 

③ 研究課題の精選・採択や研

究計画・内容の改善を図るため、

毎年度、都道府県教育委員会や

特別支援教育センター、学校長

会等に対して研究ニーズ調査を

実施する。また、研究計画を立

案する段階において研究成果の

現場への効果的普及の方策につ

いて特に留意する。 

 

 

 

 

 

（２）評価システムの充実によ

る研究の質の向上 

① 研究課題の精選・採択や研

究計画・内容の改善を図るため、

研究の事前評価として、毎年度、

都道府県教育委員会や特別支援

教育センター、学校長会等に対

しての研究ニーズ調査をする。 

② 各研究課題について、国の

政策課題や教育現場の課題への

貢献等の観点から、中間及び終

了時における内部評価及び外部

評価を実施する。また、評価シ

ステムについては不断の見直し

を行う。 

 

③ ウェブサイトを活用し研究

計画の事前・中間・事後におい

て、教育現場をはじめ広く国民

からタイムリーな意見や情報の

収集を実施する評価システムを

る。 

 

ハ 研究成果を教育現場等に迅

速に還元するため、研究課題に

ついては、その必要性、研究内

容等について見直しを行う。ま

た、原則として、２年を年限と

して研究成果をまとめる。 

ニ 平成２３年度に創設した中

期特定研究制度に基づき、特別

支援教育全体に関わる重点的な

課題である次の研究テーマを総

合的に解決するための研究を実

施する。 

［研究テーマ１］ 

  インクルーシブ教育システム

に関する研究（平成 23年度～27

年度） 

［研究テーマ２］ 

  特別支援教育におけるＩＣＴ

の活用に関する研究（平成 23 年

度～27年度） 

③ 研究課題の精選・採択や研

究計画・内容の改善を図るため、

都道府県教育委員会や特別支援

教育センター、学校長会等に対

して研究ニーズ調査を実施す

る。また、研究計画を立案する

段階において研究成果の現場へ

の効果的普及の方策について特

に留意する。 

            

 

 

 

                                 

（２）評価システムの充実によ

る研究の質の向上 

① 研究課題の精選・採択や研

究計画・内容の改善を図るため、

研究の事前評価として、毎年度、

都道府県教育委員会や特別支援

教育センター、学校長会等に対

しての研究ニーズ調査をする。 

② 各研究課題について、国の

政策課題や教育現場の課題への

貢献等の観点から、中間及び終

了時における内部評価及び外部

評価を実施する。また、評価シ

ステムについては不断の見直し

を行う。 

 

③ ウェブサイトを活用し研究

計画の事前・中間・事後におい

て、教育現場をはじめ広く国民

からタイムリーな意見や情報の

収集を実施する評価システムを

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

・研究活動の外部評価におけ

る、「Ａ＋」又は「Ａ」のプラ

ス評価の割合 

 

＜その他の指標＞ 

・研究課題の精選・採択や研

究計画・内容の改善を図るた

め、研究ニーズ調査を実施し

たか 

・ウェブサイトを活用し、広

く国民からタイムリーな意見

や情報の収集を実施する評価

システムを運用したか 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

 

 

 

 

継続中の研究計画については、中間評価等を受け

て教育現場等に迅速に還元するための内容の見直し

を行った。 

 

 

 

 平成 23年度に創設した、「中期特定研究制度」に

基づき、平成 26 年度は「インクルーシブ教育システ

ムに関する研究」について１課題、「特別支援教育に

おける ICTの活用に関する研究」について２課題に

取り組んだ。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

研究課題の精選、内容の改善のため、研究ニーズ

調査を平成 27年１月～２月にかけて、都道府県教育

委員会等に対して実施し、同時期にウェブサイトで

も意見募集として広く国民から意見を募集した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

 研究課題の精選、内容の改善のため、研究ニーズ

調査を都道府県教育委員会等に実施し、同時期にホ

ームページでも広く国民から意見を募集した。 

 

 

平成 26年度実施の研究課題について、平成 26年

10 月、平成 27年３月に内部評価を実施し、平成 27

年４～５月に外部評価を実施した。また評価システ

ムの見直しについては、内部評価実施時にオブザー

バーを設置し、また、評価委員が研究代表者に改善

策を提示する等の改善を図り、研究の質の向上に努

めた。 

 

都道府県、指定都市教育委員会、教育センター、

特別支援学校、関係学校長会等に対し意見を求める

とともに、広く国民からタイムリーな意見や情報を

収集できるようウェブサイト上にアンケートサーバ

ーを設置した。寄せられた意見は研究計画へ反映さ

かつ組織的に行っており、研究班体制が有効に機能

している。 

平成 26年度に実施した専門研究Ａ、Ｂの全ての研

究課題について研究期間を２年とし、研究成果を教

育現場等に迅速に還元するよう努めた。 

 

 

 

 中期特定研究制度に基づいて実施する研究は、４

年次終了時の内部評価及び外部評価において、２テ

ーマともに概ね順調に進捗しているとの評価を受け

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 研究ニーズ調査及びウェブサイトによる意見募集

により寄せられた意見等は、研究班にフィードバッ

クされ、研究計画の見直し、改善に生かされている。 

 

 

 

＜課題と対応＞ 

インクルーシブ教育システム構築に資する研究に

一層精選、重点化するとともに教育現場等のニーズ

を踏まえ、研究成果の還元方法を意識した研究計画

の策定に努める。 

 

 

 

＜評定＞ 

Ｂ 

 

＜根拠＞ 

 研究ニーズ調査を行い、その結果を各研究班にフ

ィードバックするとともに、年度の研究計画の検討

にあたって研究課題の設定等へと反映させていくた

めの仕組みを構築しており、有効に機能している。 

 内部評価、外部評価の実施については、評価を受

けた全ての研究課題で「Ａ＋」又は「Ａ」評価を受け

ている。必要な評価システムの見直しも行っており、

適切に評価システムの運用をしている。 

 

 

 

 

 都道府県教育委員会等からの意見やアンケートサ

ーバーに寄せられた意見を研究計画へ反映すること

により、研究の質の向上を図った。 
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（３）学校長会、保護者団体、

大学等の関係機関等との連携・

協力体制の強化による実際的で

総合的な研究の推進 

 学校長会、保護者団体、大学

等の関係機関・団体と相互の課

題認識・研究方法・研究資源な

どを共有することにより、より

効率的かつ効果的に研究を推進

すること。 

 また、大学や民間などの研究

機関との共同研究も積極的に推

進し、基礎的研究との有機的な

連携を図ることにより、研究所

の実際的研究の質的向上を図る

こと。 

 さらに海外の研究機関との研

究交流を必要に応じて行うこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運用する。 

 

④ 中期特定研究制度について

は、全体研究計画の事前、中間、

終了時評価（事後評価）を実施

するシステムを構築する。 

 

 

 

 

 

 

（３）学校長会、保護者団体、

大学等の関係機関等との連携・

協力体制の強化による実際的で

総合的な研究の推進 

① 相互の課題認識・研究方

法・研究資源などを学校長会、

保護者等の関係機関等と共有す

ることにより、実際的、効率的

かつ効果的に研究を実施する。 

イ 研究協力者、研究協力機関

及び研究パートナー制度を統合

し、より広く研究協力を求める

仕組みを中期目標期間中に導入

する。 

ロ 学校長会等教育関係団体と

連携し、学校現場の実態等を適

切に把握するための共同調査を

実施することなどにより、連携

関係を一層強化する。 

ハ 保護者団体等と連携を図

り、教育課題等を把握し研究の

進展を図る。 

 

ニ 福祉・医療・労働関係機関・

団体との連携を一層推進する。 

 

 

 

 

 

② 大学などの基礎的研究と研

究所の実際的研究との有機的な

連携や筑波大学附属久里浜特別

支援学校との連携を図ることに

より、研究の質的向上を図る。 

イ 大学や民間などの研究機関

等との「共同研究」を毎年度実

施する。 

ロ 自閉症教育に係る研究につ

いて、筑波大学附属久里浜特別

支援学校と相互連携協力を行

う。 

 

 

 

運用する。 

 

④ 中期特定研究制度につい

て、平成 23 年度に構築した評価

システムに基づき、中間評価を

進める。 

 

 

 

 

 

 

（３）学校長会、保護者団体、

大学等の関係機関等との連携・

協力体制の強化による実際的で

総合的な研究の推進 

① 相互の課題認識・研究方

法・研究資源などを学校長会、

保護者等の関係機関等と共有す

ることにより、実際的、効率的

かつ効果的に研究を実施する。 

イ 平成２３年度に統合した新

たな研究協力者及び研究協力機

関制度を実施する。 

 

 

ロ 全国特別支援学校長会及び

全国特別支援学級設置学校長協

会と連携し、学校現場の実態等

を適切に把握するための共同調

査を実施する。 

ハ 幼稚園、小学校、中学校、

高等学校の全国校（園）長会と

特別支援教育に関する情報交換

を実施する。 

ニ 全国特別支援教育推進連盟

及びその加盟団体と連携を図

り、教育課題等を把握し研究の

進展を図る。 

ホ 国立障害者リハビリテーシ

ョンセンターとの連携を一層推

進する。 

② 大学などの基礎的研究と研

究所の実際的研究との有機的な

連携や筑波大学附属久里浜特別

支援学校との連携を図ることに

より、研究の質的向上を図る。 

イ 大学や民間などの研究機関

等との「共同研究」を実施する。 

 

ロ 自閉症教育に係る研究につ

いて、筑波大学附属久里浜特別

支援学校と相互連携協力を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

・共同研究の実施件数 

 

＜その他の指標＞ 

・海外の研究機関等との研究

交流やシンポジウム等を開催

したか 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

せる等の改善を図った。 

 

 平成 27年２～３月にかけて中期特定研究の中間

評価（４年次終了時）を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

 都道府県教育委員会等への研究協力機関の公募、

全国特別支援学校校長会との共同調査の実施、国立

障害者リハビリテーションセンターが実施する研究

への参画等、関係機関との連携強化を図った。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学等との共同研究４課題に取り組んだ。また、

平成 25年度に引き続き、大学教員等を招聘し、意見

交換や講演等を行う「大学連携研究力向上事業」を

実施し、研究職員の研究力向上を図った。 

 

 

 

 

 筑波大学附属久里浜特別支援学校が行った授業研

究会、実践研究協議会へ研究職員が参加し、また、

研究所から筑波大学附属久里浜特別支援学校へ研究

協力機関として研究協力を依頼する等、相互に連携

を図り、自閉症教育に係る研究の質的向上に生かし

た。 

 

 

 

計画どおり中期特定研究の評価を行い、概ね順調

に進捗している等の評価を受けた。 

  

 

＜課題と対応＞ 

 インクルーシブ教育システム構築に向けて、研究

ニーズの把握や評価システムの改善を図ること等に

より、研究成果が教育現場等で有効に活用されるよ

う努める。 

 

＜評定＞ 

Ｂ 

 

 

＜根拠＞ 

 研究協力者及び研究協力機関制度の実施により、

学校関係者の協力が得られ、現場の実態を踏まえた

実際的な研究を進めた。 

 

 

 

 

 

  

 全国特別支援学校校長会、幼稚園、小学校、中学

校、高等学校の全国校（園）長会、全国特別支援教

育推進連盟、 

国立障害者リハビリテーションセンターとの連携強

化を図り、実際的、効率的に研究を進めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大学等との共同研究や「大学連携研究力向上事業」

により大学関係者の知見を得られ研究の質的向上に

つながっている。 

 

 

 

 

 

 筑波大学附属久里浜特別支援学校とは、授業研究

会等への参加や研究協力機関の依頼等、密接な連携

が図られており、お互いに有益な協力関係となって

いる。 
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 ③ 特別支援教育に関する協議

及び情報交換等を行うため、海

外の研究機関等とのシンポジウ

ムを適宜開催するなど、海外と

の研究交流を推進する。 

 

 

③ 特別支援教育に関する協議

及び情報交換等を行うために、

海外の研究機関等との研究交流

を行うとともに、シンポジウム

等を開催する。 

 

 

 

 海外の研究機関等との研究交流については、フラ

ンス国立特別支援教育高等研究所（INS HEA）を訪問

し、研究交流協定の締結を行った。 

 

 

 

 

 

 

 日仏の特別支援教育の制度や課題には共通点が多

く、フランス国立特別支援教育高等研究所との研究

協力協定により、インクルーシブ教育システム構築

に向けて、今後の進展が期待できる。 

 

 

＜課題と対応＞ 

 インクルーシブ教育システムの構築に向けて、多

くの関係機関との連携が必要であり、こうした連携

や協力を更に進めていくことが重要である。 

 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし  
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様式４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 
 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－２ 各都道府県等における特別支援教育政策や教育研究及び教育実践等の推進に寄与する指導者の養成 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第 12条第１項第二号 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

前中期目

標期間最

終年度値 

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度  

 

 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 

受講者ア

ン ケ ー ト

（専門研修

修了直後） 

計画値 
平均 85％以上の

プラス評価 
－ 85％ 85％ 85％ 85％   決算額（千円） 165,011 168,286 135,299 171,516  

実績値 － 99.0％ 100％ 100％ 99.5％ 99.1％   従事人員数（人） ９ 10 10 11.37  

達成度 － － 117.6％ 117.6％ 117.1％ 116.6％         

教育委員

会等 ア ン

ケート（専

門研修修

了後 1 年

後） 

計画値 
平均 80％以上の

プラス評価 
－ 80％ 80％ 80％ 80％         

実績値 － 100％ 99.5％ 91.4％ 100％ 100％         

達成度 － － 124.4％ 114.3％ 125％ 125％         

募集人員

に 対 す る

受講者の

参加率（専

門研修） 

計画値 平均 85％以上 － 85％ 85％ 85％ 85％         

実績値 － 104.0％ 107.5％ 101.0％ 101.5％ 108.0％         

達成度 － － 126.5％ 118.8％ 119.4％ 127.1％         

講義配信

登録機関

数 

計画値 
中期目標期間終

了までに 800機関 
－ － － － －         

実績値 － 593機関 742機関 841機関 1020機関 1,156機関         

達成度 － － 92.8％ 105.1％ 127.5％ 144.5％         

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載     
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ２ 各都道府県等における特別

支援教育政策や教育研究及び教

育実践等の推進に寄与する指導

者の養成 

（１）都道府県等の特別支援教

育政策等の推進に寄与する専門

性の向上 

 第２期中期目標期間中におい

て、１年の研修期間で行われて

いる特別支援教育研究研修員制

度については、研修成果を全国

に還元する観点から、その在り

方を含め見直すものとするこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 各都道府県等における特別

支援教育政策や教育研究及び教

育実践等の推進に寄与する指導

者の養成 

（１）都道府県等の特別支援教

育政策等の推進に寄与する専門

性の向上 

 各都道府県等における政策課

題の実現の中核となる指導主事

や教職員を対象に、各都道府県

等の教育政策や教育研究の推進

に寄与するための専門性の向上

を図ることを目的とする特別支

援教育研究研修員制度（１年の

研修期間）を実施する。 

 なお、この研究研修員制度に

ついては、研修効果を全国に還

元する観点から、その在り方を

含め見直す。また、見直しを実

施する際には経費の縮減に努め

る。 

イ 研究所の「重点推進研究」

や「専門研究」に直接参画する。 

ロ 受講者に対して、研修成果

の還元に関する事前計画書等の

作成・提出を求めるとともに、

修了直後又は修了後１年後を目

途として、研修の内容・方法等

についてアンケート調査を実施

し、平均８５％以上の有意義で

あったとのプラス評価を確保す

る。仮に、８５％を下回った場

合には、研修の内容・方法等を

改善する。 

ハ 受講者の任命権者である教

育委員会等に対し、研修成果の

還元に関する事前計画書等の作

成・提出を求めるとともに、修

了後１年後を目途として、研修

内容・方法等の充実を図るため

のアンケート調査を実施し、８

０％以上から研修を効果的に活

用できている等のプラス評価を

確保する。仮に、８０％を下回

った場合には、研修の内容・方

法等を改善する。 

ニ 研究所が設定する受講者数

に対する実際の受講者の参加率

が、毎事業年度平均で８５％以

上となるようにする。仮に、実

際の受講者の参加率が、毎事業

年度平均で８５％を下回った場

２ 各都道府県等における特別

支援教育政策や教育研究及び教

育実践等の推進に寄与する指導

者の養成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

特になし。 

 

＜その他の指標＞ 

特になし。 

 

＜評価の視点＞ 

特になし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 26年度事業報告書 

Ｐ37～57 

 

 

 

 

＜評定＞ 

Ｂ 

 

＜根拠＞ 

平成 23年度限りで本制度は廃止済。 

 

＜課題と対応＞ 

 特になし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

特になし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）各障害種別に対応する指

導者の専門性の向上 

 各都道府県等における障害種

別毎の教育の中核となる教職員

を対象に、国の特別支援教育政

策や研究成果等の最新の知見を

踏まえ、各障害の特性等に応じ

た専門的かつ技術的な研修を行

うことにより、各都道府県等に

おける各障害領域の教育実践の

充実に寄与するための専門性の

向上を図ること。 

 なお、カリキュラムの一部を

構成している基礎的な科目につ

いては、インターネットを通じ

た講義配信を活用するなどの方

法により、受講者が事前に履修

できるよう措置すること。 

 また、研修プログラムについ

ては、受講者が実際の業務や活

動の中でいかせるものとなるよ

う、研究協議等の演習形式を多

く取り入れるなど、受講者等の

意見等を踏まえつつ、逐次カリ

キュラム等の見直しを進めるこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合には、受講者数の見直し等、

必要な措置を講じる。 

ホ 研修の修了者に対して、イ

ンターネットを活用し、最新の

特別支援教育情報などの提供を

行う。 

 

（２）各障害種別に対応する指

導者の専門性の向上 

 各都道府県等の障害種別毎の

教育の中核となる教職員を対象

に、障害種別にコースを設け、

研究成果等の普及等を目的とし

た専門的かつ技術的な講義・演

習・研究協議等を通して、その

専門性と指導力の向上を図り、

各都道府県等の教育実践の充実

を図るための「特別支援教育専

門研修」（約２か月の研修期間）

を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 研修開始に当たっての共通

理解の促進を図るため、受講者

の事前学習として、研究所ウェ

ブサイトからインターネットを

通じ、基礎的な内容について受

講者が事前に履修できるよう措

置する。 

ロ 研究協議等の演習形式を多

く取り入れたプログラムを実施

するとともに、受講者が受講し

た内容を実際の業務や活動の中

でいかせるものとなるよう逐次

カリキュラム等の見直しを行

う。 

ハ 受講者に対して、研修成果

の還元に関する事前計画書等の

作成・提出を求めるとともに、

修了直後又は修了後１年後を目

 

 

 

 

 

 

 

（１）各障害種別に対応する指

導者の専門性の向上 

① 各都道府県等の障害種別毎

の教育の中核となる教職員を対

象に、障害種別毎にコースを設

け、研究成果等の普及等を目的

とした専門的かつ技術的な講

義・演習・研究協議等を通して、

その専門性と指導力の向上を図

り、各都道府県等の教育実践の

充実を図るための「特別支援教

育専門研修」（約２か月の研修期

間）を次の通り実施する。 

（第一期）視覚障害・聴覚障害

教育コース 

募集人員：４０名 

実施期間：平成２６年５月８日

～平成２６年７月９日 

（第二期）発達障害・情緒障害・

言語障害教育コース 

募集人員：８０名 

実施期間：平成２６年９月２日

～平成２６年１１月７日 

（第三期）知的障害・肢体不自

由・病弱教育コース 

募集人員：８０名 

実施期間：平成２７年１月８日

～平成２７年３月１３日 

募集人員計：２００名 

 

② 研修の実施については、次

の事項に留意する。 

イ 事前学習用コンテンツを使

用し、研究所ウェブサイトから

インターネットを通じた視聴を

指示し、研修開始に当たっての

共通理解の促進を図る。 

 

 

ロ 研究協議等の演習形式を多

く取り入れたプログラムを実施

するとともに、受講者が受講し

た内容を実際の業務や活動の中

でいかせるものとなるよう逐次

カリキュラム等の見直しを行

う。 

ハ 受講者に対して、研修成果

の還元に関する事前計画書等の

作成・提出を求めるとともに、

修了直後及び修了後１年後を目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

・受講者に対する研修修了直

後及び研修修了後１年後のア

ンケートでのプラス評価 

・受講者の任命権者である教

育委員会等に対する研修修了

後１年後目途のアンケートで

のプラス評価 

・設定した受講者数に対する

参加率 

 

＜その他の指標＞ 

・研修の修了者に対して、イ

ンターネットを活用し、最新

の特別支援教育情報などの提

供を行ったか 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

 各都道府県等の障害種別毎の教育の中核となる教

職員を対象に、「特別支援教育専門研修」を実施した。

研修修了直後、修了後１年後を目途にアンケート調

査を実施し、有意義であった等のプラス評価をほぼ

100％得ている。また、任命権者である教育委員会等

のアンケートから、専門研修受講者が各地域で研修

成果を還元させる内容が多く見られた。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修開始に当たり、受講者に対し、研修開始前に

事前学習用コンテンツによる事前学習の視聴を指導

し、特別支援教育の基礎的知識及び専門研修の概要

について理解を図った。また、受講前の未視聴者を

なくすため、開講前一週間を目途に未視聴者に直接

視聴を促した。 

 

研究協議を重視したカリキュラム編成（研究協議

等の割合：46.7%）を行うとともに、最新の特別支援

教育動向にかかる共通講義「特別支援教育の研究動

向－インクルーシブ教育システム関連－」を新設し、

受講者のニーズに応えた。 

 

 

 研修成果の活用等に関する事前計画書は、各期研

修の開始前に提出を求め、全ての受講者から提出が

あった。また、研修修了直後及び研修修了後１年後

目途のアンケートでは、有意義であった等のプラス

 

 

 

 

 

 

 

＜評定＞ 

Ａ 

 

＜根拠＞ 

 各都道府県における特別支援教育の指導者を育成

し、本研修を受けた者が各都道府県で普及させてい

く事業であり、人材育成という点で極めて重要な意

義を持っている。ほとんどの都道府県から受講者の

派遣があり、研究所への期待の高さが伺える。また、

計画以上の受講者が確保されているとともに、受講

者、任命権者である教育委員会等とともにアンケー

トで継続して高い評価を維持しており、目標を上回

る成果を上げている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修開始前に事前学習用コンテンツによる事前学

習の視聴を指導し、研修開始時の研修内容の理解の

促進を促している。また、受講前の未視聴者をなく

す取組により、平成 26年度にはほぼ 100％の視聴率

となっている。 

 

 

 研究協議を重視したカリキュラム編成を行い、校

内での実際の業務や活動の中で研修結果がより生か

せるようにしている。また、各期修了直後のアンケ

ート調査に基づきカリキュラム等の検討を行い、次

期の専門研修に反映させるよう見直しを行ってい

る。 

 

 研修成果の活用等に関する事前計画書は、全ての

受講者から提出があり、研修修了直後及び研修修了

後１年後目途のアンケートでは、有意義であった等

のプラス評価をほぼ 100％得ており、目標値を大き
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（３）国の重要な特別支援教育

政策や教育現場の喫緊の課題等

に対応する指導者の養成 

  各都道府県等において特別

途として、研修の内容・方法等

についてアンケート調査を実施

し、平均８５％以上の有意義で

あったとのプラス評価を確保す

る。仮に、８５％を下回った場

合には、研修の内容・方法等を

改善する。 

 

 

 

 

ニ 受講者の任命権者である教

育委員会等に対し、研修成果の

還元に関する事前計画書等の作

成・提出を求めるとともに、修

了後１年後を目途として、研修

内容・方法等の充実を図るため

のアンケート調査を実施し、８

０％以上の受講者が、各地域で

行う研修、研究会等の企画・立

案及び研修の講師として指導的

な役割を担っているという結果

などプラスの評価を確保する。

仮に、８０％を下回った場合に

は、研修の内容・方法等を改善

する。 

 

 

 

 

ホ 研究所が設定する受講者数

に対する実際の受講者の参加率

が、毎事業年度平均で８５％以

上となるようにする。仮に、実

際の受講者の参加率が、毎事業

年度平均で８５％を下回った場

合には、受講者数の見直し等、

必要な措置を講じる。 

 

 

 

ヘ 研修の修了者に対して、イ

ンターネットを活用し、最新の

特別支援教育情報などの提供を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）国の重要な特別支援教育

政策や教育現場の喫緊の課題等

に対応する指導者の養成 

① 上記以外に実施している各

途として、研修の内容・方法等

についてアンケート調査を実施

し、平均８５％以上の有意義で

あったとのプラス評価を確保す

る。仮に、８５％を下回った場

合には、研修の内容・方法等を

改善する。 

（修了後１年後のアンケート調

査の実施予定）  平成２６年度

受講者については、２８年１～

２月 

ニ 受講者の任命権者である教

育委員会等に対し、研修成果の

還元に関する事前計画書等の作

成・提出を求めるとともに、修

了後１年後を目途として、研修

内容・方法等の充実を図るため

のアンケート調査を実施し、８

０％以上の受講者が、各地域で

行う研修、研究会等の企画・立

案及び研修の講師として指導的

な役割を担っているという結果

などプラスの評価を確保する。

仮に、８０％を下回った場合に

は、研修の内容・方法等を改善

する。 

（修了後１年後のアンケート調

査の実施予定）平成２６年度受

講者については、２８年１～２

月 

ホ 研究所が設定する受講者数

に対する実際の受講者の参加率

が、毎事業年度平均で８５％以

上となるようにする。年間の研

修計画立案に際し、各都道府県

教育委員会等に対してニーズ調

査を行い募集人員決定の参考と

する。受講者の参加率が、毎事

業年度平均で８５％を下回った

場合には、受講者数の見直し等、

必要な措置を講じる。 

ヘ 研修の各期の修了者に対し

て、インターネットを活用し、

最新の特別支援教育情報などの

提供を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）国の重要な特別支援教育

政策や教育現場の喫緊の課題等

に対応する指導者の養成 

① 上記以外に実施している各

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

評価をほぼ 100％得ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講者の任命権者である教育委員会等に対し、研

修成果の活用等に関する事前計画書等の作成・提出

を求め、全ての派遣元教育委員会等から提出があっ

た。研修修了後１年後目途のアンケートでは、研修

の成果を教育実践等に有効に反映させているか、と

の問いに対し 100％のプラス評価を得ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成 26年度の特別支援教育専門研修の募集人員

200名に対し、受講者数は 216名であった（参加率

108％）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

掲示板形式の「研修修了者向け情報提供サイト」

により、特別支援教育に関する最新の情報を提供し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

く上回る成果を上げている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 受講者任命権者である教育委員会等からの事前計

画書等は、全ての派遣元教育委員会等から提出があ

り、また、目標値を大きく上回る 100％のプラス評

価というアンケート結果から、受講者が各地域にお

いて指導的な役割を担い、研修の成果を還元してい

る様子が伺える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集人員 200名に対し、受講者数は 216名（参加

率 108％）であった。目標値を大きく上回っており、

本研修に対する期待の高さが伺える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「研修修了者向け情報提供サイト」により、特別

支援教育に関する最新の情報提供を行い、また、多

種多様な情報の提供、発信頻度の増加などの一層の

充実を図っており、研修修了者に対しフォローアッ

プが行われている。 

 

＜課題と対応＞ 

 引き続き、ニーズ調査やアンケート等を通じて教

育現場に研修の成果をいかに還元するかを意識して

改善を行い、研修の水準の維持向上に努める。 

 

 

＜評定＞ 

Ｂ 

 

＜根拠＞ 
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支援教育に関する指導的立場に

立つ指導主事や教職員を対象と

して特別支援教育のナショナル

センターにふさわしい特別支援

教育政策上や教育現場等の喫緊

の課題に対応した専門的かつ技

術的な研修を重点化して実施す

ること。 

  なお、これらの研修につい

ては、受講者等の意見を踏まえ

つつ、その必要性やカリキュラ

ム・研修内容等について逐次見

直しを行い、研究所において実

施する必要性が低下した研修に

ついては廃止を含め検討するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種の研究協議会については、各

都道府県等において指導的立場

に立つ指導主事や教職員を対象

として、特別支援教育に係る研

究成果等の普及を目的とした特

別支援教育のナショナルセンタ

ーにふさわしい特別支援教育政

策上や教育現場等の喫緊の課題

に対応した専門的かつ技術的な

研修（各２～３日程度の研修期

間）を重点化して実施する。 

 なお、中期目標期間の開始時

には、次の研修を実施する。 

・交流及び共同学習推進指導者

研究協議会 

・特別支援教育コーディネータ

ー指導者研究協議会 

・発達障害教育指導者研究協議

会 

・特別支援学校寄宿舎指導実践

指導者研究協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② これらの研修の実施につい

ては、次の事項に留意する。 

イ 地方公共団体における同種

の研修の実施実態を把握し、研

修の必要性、研修内容等につい

て逐次見直しを実施するととも

に、各都道府県等において定着

し、研究所において実施する必

要性が低下した研修については

廃止を含め検討する。 

ロ 研修毎に、受講者に対して、

修了直後又は修了後１年後を目

途として、研修の内容・方法等

についてアンケート調査を実施

し、平均８５％以上の有意義で

あったとのプラス評価を確保す

る。仮に、８５％を下回った場

合には、研修の内容・方法等を

改善する。 

 

 

 

 

ハ 研修毎に、受講者の任命権

者である教育委員会等に対し、

種の研究協議会については、各

都道府県等において指導的立場

に立つ指導主事や教職員を対象

として、特別支援教育に係る研

究成果等の普及を目的とした特

別支援教育のナショナルセンタ

ーにふさわしい特別支援教育政

策上や教育現場等の喫緊の課題

に対応した専門的かつ技術的な

研修（各２日間の研修期間）を

次のとおり重点化して実施す

る。 

イ 就学相談・支援担当者研究

協議会 

実施期間：平成２６年７月１７

日～平成２６年７月１８日 

募集人員：７０名 

ロ 特別支援学校寄宿舎指導実

践指導者研究協議会 

実施期間：平成２６年７月２４

日～平成２６年７月２５日 

募集人員：７０名 

ハ 発達障害教育指導者研究協

議会 

実施期間：平成２６年７月３１

日～平成２６年８月１日 

募集人員：１００名 

ニ 交流及び共同学習推進指導

者研究協議会 

実施期間：平成２６年１１月２

０日～平成２６年１１月２１日        

募集人員：７０名 

② これらの研修の実施につい

ては、次の事項に留意する。 

イ 地方公共団体における同種

の研修の実施実態を把握し、研

修の必要性、研修内容等につい

て逐次見直しを実施する。 

 

 

 

 

ロ 研修毎に、受講者に対して、

修了直後及び修了後１年後を目

途として、研修の内容・方法等

についてアンケート調査を実施

し、平均８５％以上の有意義で

あったとのプラス評価を確保す

る。仮に、８５％を下回った場

合には、研修の内容・方法等を

改善する。 

（修了後１年後のアンケート調

査の実施予定） 平成２６年度受

講者については、２８年１～２

月 

ハ 研修毎に、受講者の任命権

者である教育委員会等に対し、

・研修修了直後及び研修修了

後１年後目途のアンケートで

のプラス評価 

・受講者の任命権者である教

育委員会等に対する研修修了

後１年後のアンケートでのプ

ラス評価 

・設定した受講者数に対する

参加率 

 

＜その他の指標＞ 

・各研修の修了者に対して、

インターネットを活用し、最

新の特別支援教育情報などの

提供を行ったか 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各都道府県等において指導的立場に立つ指導主事

や教職員を対象に、特別支援教育政策上や教育現場

等の喫緊の課題に対応した４つの研究協議会を計画

どおり実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方公共団体における研修の実態並びに特別支援

教育における国の重要な政策及び教育現場の喫緊の

課題等の動向を探りながら、平成 28年度以降の研修

計画立案に向け検討を開始した。 

 

 

 

 

 

 

受講者に対する研究協議会修了直後及び修了後１

年後目途のアンケートでは、有意義であった等のプ

ラス評価をほぼ 100％得ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講者の任命権者である教育委員会等に対する研

修修了後１年後目途のアンケートでは、研修の成果

 計画どおり研究協議会が実施されており、受講者

及び受講者の任命権者である教育委員会等のアンケ

ートで高い評価を得ている。募集人員に対する受講

者数、受講者、任命権者である教育委員会等の評価

も計画を大きく上回っており高い水準である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究所が実施する研修は、各都道府県等における

指導者の養成をねらいとし、地方公共団体との役割

分担を明確にして実施しており、地方公共団体等の

動向を踏まえながら研修内容を検討している。 

 

 

 

 

 

 

研修修了直後及び研修修了後１年後目途のアンケ

ートでは、有意義であった等のプラス評価をほぼ

100％得ており、目標値を大きく上回る成果を上げ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標値を大きく上回るほぼ 100％のプラス評価と

いうアンケート結果から、受講者が各地域において
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（４）各都道府県等が実施する

研修に対する支援 

 各都道府県等で実施されてい

る障害のある児童・生徒等の教

育に携わる教員の資質向上を図

るため、インターネットを通じ

て教員、教育関係者等が利便か

つ円滑に活用できる基礎的な内

容及び専門的な内容の研修講義

などの研修コンテンツの提供を

行い、各都道府県等の取組を積

極的に支援すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修了後１年後を目途として、研

修内容・方法等の充実を図るた

めのアンケート調査を実施し、

８０％以上の受講者が、各地域

で行う研修、研究会等の企画・

立案及び研修の講師として指導

的な役割を担っているという結

果などプラスの評価を確保す

る。仮に、８０％を下回った場

合には、研修の内容・方法等を

改善する。 

 

 

 

 

ニ 研究所が設定する受講者数

に対する実際の受講者の参加率

が、毎事業年度平均で８５％以

上となるようにする。仮に、実

際の受講者の参加率が、毎事業

年度平均で８５％を下回った場

合には、受講者数の見直し等、

必要な措置を講じる。 

ホ 研修の修了者に対して、イ

ンターネットを活用し、最新の

特別支援教育情報などの提供を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）各都道府県等が実施する

研修に対する支援 

① 各都道府県等において、障

害のある児童・生徒等の教育に

携わる教員の資質向上を図る取

組を支援するため、基礎的な内

容及び専門的な内容に係る講義

を収録し、インターネットによ

り学校教育関係機関等へ配信す

る。 

イ 配信する研修コンテンツに

ついて体系的・計画的な整備・

充実を図る。なお、利用者のア

ンケート調査等をもとに、内容

及び運用の改善を図る。 

ロ 講義配信登録機関数を、中

期目標期間終了までに８００機

関以上確保する。 

② 都道府県教育委員会・特別

支援教育センター等が実施する

研修会等へ、実施機関からの要

修了後１年後を目途として、研

修内容・方法等の充実を図るた

めの  アンケート調査を実施

し、８０％以上の受講者が、各

地域で行う研修、研究会等の企

画・立案及び研修の講師として

指導的な役割を担っているとい

う結果などプラスの評価を確保

する。仮に、８０％を下回った

場合には、研修の内容・方法等

を改善する。 

（修了後１年後のアンケート調

査の実施予定）平成２６年度受

講者については、２８年１～２

月 

ニ 研究所が設定する受講者数

に対する実際の受講者の参加率

が、毎事業年度平均で８５％以

上となるようにする。仮に、受

講者  の参加率が、毎事業年

度平均で８５％を下回った場合

には、受講者数の見直し等、必

要な措置を講じる。 

ホ 各研修の修了者に対して、

インターネットを活用し、最新

の特別支援教育情報などの提供

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）各都道府県等が実施する

研修に対する支援 

① 各都道府県等において、障

害のある児童・生徒等の教育に

携わる教員の資質向上を図る取

組を支援するため、基礎的な内

容及び専門的な内容に係る講義

を収録し、インターネットによ

り学校教育関係機関等へ配信す

る。 

 また、配信する研修コンテンツ

については、体系的・計画的な

整備・充実を図るとともに、利

用者のアンケート調査等をもと

に、内 容及び運用の改善を図

る。 

 

 

② 都道府県教育委員会・特別

支援教育センター等が実施する

研修会等へ、実施機関からの要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

・講義配信登録機関数 

・講師派遣延人数 

 

＜その他の指標＞ 

特になし 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

 

を教育実践等に有効に反映させているか、との問い

に対し、ほぼ 100％のプラス評価を得ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26年度に実施した各種研究協議会において、

設定した受講者に対する参加率は、ほぼ 100％であっ

た。 

 

 

 

 

 

掲示板形式の「研修修了者向け情報提供サイト」

により、特別支援教育に関する最新の情報を提供し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

 インターネットによる研修コンテンツ「特別支援

教育研修講座基礎編」を 45 タイトル、「特別支援教

育研修講座専門編」を 60タイトル配信している。ま

た、利用者アンケートを実施し、見直しや追加が必

要な研修コンテンツの精査を行った。講義配信登録

機関数は 1,156 機関となり、中期計画の目標値を達

成している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 都道府県教育委員会等支援のための講師派遣につ

いて、平成 25 年度の講師派遣実績は延べ 327名に対

し、平成 26 年度実績は延べ 401名の 74名増であっ

指導的な役割を担い、研修の成果を還元している様

子が伺える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究所が設定する受講者数に対する、実際の受講

者の参加率がほぼ 100％と目標値を大きく上回って

いることから、本研修に対する需要の高さが伺える。 

 

 

 

 

 

「研修修了者向け情報提供サイト」により、特別

支援教育に関する最新の情報提供を行い、また、多

種多様な情報の提供、発信頻度の増加などの一層の

充実を図っており、研修修了者に対しフォローアッ

プを行った。 

 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、ニーズ調査やアンケート等を通じて、

研修の成果をいかに教育現場に還元するかを意識し

て改善を行い、研修の水準の維持向上に努める。 

 

 

＜評定＞ 

Ｂ 

 

＜根拠＞ 

 更新計画に従い、研修講義の新規配信を行い、利

用者のアンケート調査等をもとに内容及び運用の改

善を図っている。これらの取組の結果、中期計画の

目標値を上回る登録機関を確保している（達成度

144.5％）。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

講師派遣実績は前年度比 74 名増（123％）で、昨

年度を大きく上回る実績であり、各都道府県等への

支援に貢献している。 
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 請に応じ、適切な範囲で講師を

派遣する。 

 

請に応じ、講師派遣基準に基づ

き適切な範囲で講師を派遣し、

各都道府県等を支援する。 

 

 

た。 

 

 

 

 

＜課題と対応＞ 

 インクルーシブ教育システム構築に向けて、対象

の拡大と教員の専門性向上は重要な課題であり、イ

ンターネット等ＩＣＴを活用した講義配信の充実に

努める。 

 講師の派遣については、ナショナルセンターとし

ての役割を踏まえ、都道府県教育委員会等の依頼に

適切に応えていく。 

  

 

 

４．その他参考情報 

特になし  
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様式４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 
 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－３ 各都道府県等における特別支援教育推進のための教育相談機能の質的向上に対する支援と教育相談活動の実施 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第 12条第１項第五号 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

前中期目

標期間最

終年度値 

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度  

 

 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 

教育相談

実施機関

有用度ア

ンケート 

計画値 80％ － 80％ 80％ 80％ 80％   決算額（千円） 40,584 36,967 24,246 27,118  

実績値 － 100％ 100％ 100％ 100％ 100％   従事人員数（人） ３ ２ ２ 2.24  

達成度 － － 125％ 125％ 125％ 125％         

日本人学

校等の保

護者等か

らの教育

相談満足

度アンケ

ート 

計画値 80％ － 80％ 80％ 80％ 80％         

実績値 － 100％ 100％ 100％ 100％ 100％         

達成度 － － 125％ 125％ 125％ 125％         

 

計画値               

実績値               

達成度               

 

計画値               

実績値               

達成度               
注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ３ 各都道府県等における特別

支援教育推進のための教育相談

機能の質的向上に対する支援と

教育相談活動の実施 

（１）各都道府県等における特

別支援教育推進のための教育相

談機能の質的向上に対する支援 

 各都道府県の特別支援教育セ

ンター等、障害のある児童・生

徒等に係る教育相談実施機関に

対し、教育相談に関するコンサ

ルテーションを実施するととも

に、教育相談の円滑な遂行に資

するため、教育委員会、教育セ

ンター、特別支援教育センター

及びセンター的機能を担う特別

支援学校の利用に供するため

の、教育相談情報提供システム

（教育相談に関する基本情報ガ

イド及び事例データベース）の

整備を進めること。 

 なお、教育相談情報提供シス

テムについては、その利活用状

況を毎年度評価し、必要な見直

しを行うこと。 

 整備に当たっては、研究所が

行う教育相談事例のほか、全国

の教育センター、特別支援教育

センター等との連携を推進し、

教育相談に関する事例情報やニ

ーズ等を収集すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 各都道府県等における特別

支援教育推進のための教育相談

機能の質的向上に対する支援と

教育相談活動の実施 

（１）各都道府県等における特

別支援教育推進のための教育相

談機能の質的向上に対する支援 

① 教育相談実施機関の自己解

決力の向上を推進 

   障害のある子どもの教育に

関するコンサルテ－ションを実

施する。実施に当たっては、教

育相談実施機関に対して有用度

アンケートを実施し、８０％以

上から有用であるという結果な

どプラスの評価を得る。 

 

 

 

②  各都道府県等における教育

相談機能等の質の向上に資する

情報提供の充実 

イ 各地方自治体が行う教育相

談の円滑な遂行に資するため、

教育委員会、教育センター、特

別支援教育センター及びセンタ

ー的機能を担う特別支援学校の

利用に供するための、教育相談

情報提供システム（教育相談に

関する基本情報ガイド及び事例

データベース）の整備を進める。 

 また、教育相談情報提供シス

テムの利活用状況を毎年度評価

し、必要に応じて運用を見直す。 

 特に教育相談情報提供システ

ムの整備に当たっては、研究所

が行う（２）①の教育相談事例

及びこれ以外に研究所が収集す

る事例のほか、全国の教育セン

ター、特別支援教育センター等

との連携により教育相談に関す

る事例情報やニーズ等を収集す

る。 

ロ 教育相談年報について、他

の刊行物と統合するとともにイ

ンターネットを活用した提供を

行う。 

ハ 日本人学校等への支援を充

実する。 

 

 

 

３ 各都道府県等における特別

支援教育推進のための教育相談

機能の質的向上に対する支援と

教育相談活動の実施 

（１）各都道府県等における特

別支援教育推進のための教育相

談機能の質的向上に対する支援 

① 教育相談実施機関の自己解

決力の向上を推進 

 障害のある子どもの教育に関

するコンサルテ－ションを実施

する。実施に当たっては、教育

相談実施機関に対して有用度ア

ンケートを実施し、８０％以上

から有用であるという結果など

プラスの評価を得る。 

 また、コンサルテーションが

機関の自己解決力の向上につな

がったという評価を得る。 

②  各都道府県等における教育

相談機能等の質の向上に資する

情報提供の充実 

イ 各地方自治体が行う教育相

談の円滑な遂行に資するため、

教育委員会、教育センター、特

別支援教育センター及びセンタ

ー的機能を担う特別支援学校の

利用に供するための、教育相談

情報提供システム（教育相談に

関する基本情報ガイド及び事例

データベース）の整備を進める。 

  また、教育相談情報提供シス

テムの利活用状況の評価を行

い、必要に応じて運用を見直す。 

 特に教育相談情報提供システ

ムの整備に当たっては、研究所

が行う（２）①の教育相談事例

及びこれ以外に研究所が収集す

る事例のほか、全国の教育セン

ター、特別支援教育センター等

との連携により教育相談に関す

る事例情報やニーズ等を収集す

る。 

 

 

 

 

ロ 日本人学校等への支援を充

実する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

・教育相談実施機関に対する

有用度アンケート 

・教育相談情報提供システム

のアクセス件数 

 

＜その他の指標＞ 

・日本人学校への支援を充実

させたか 

 

＜評価の視点＞ 
（H25 独法評価委員会特総研部

会コメント） 

・実施した 16 機関は、都道

府県等との連携や役割分担の

中でナショナルセンターとし

て実施する必要度の高いもの

であると考えられるが、支援

対象が 47 都道府県におよぶ

のに対して、16 機関へのコン

サルテーションに留まること

は、ニーズを十分に満たして

いるのかについて、更なる検

討が望まれる。また、通信に

よるコンサルテーションの件

数が多いことからも、今後は

訪問による事例の聞き取りの

効率化を図るとともに、通信

によるコンサルテーションに

よる支援の充実を図るといっ

た、特総研としての対応方針

が明確に示されるとよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 26年度事業報告書 

Ｐ58～62 

 

 

 

 

＜評定＞ 

Ｂ 

 

＜根拠＞ 

 ナショナルセンターとしての役割を踏まえ、都道

府県等の相談機能を支援する役割に特化したコンサ

ルテーションを実施している。コンサルテーション

を実施した機関に対するアンケートでは、全ての機

関から「とても役に立った」との評価を得た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 教育相談情報提供システムについては、全国特別

支援教育センター協議会の事情聴取録や教育相談事

例の追加を行い、充実を図った。月平均 4,000 人程

度のアクセスがあり一定の役割を果たしていると考

える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日本人学校等への支援は、ナショナルセンターと

しての役割を踏まえ、「特総研だより」の発行をはじ

め、日本人学校に赴任する教員に対しての理解啓発

を行うなど支援を充実した。 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

 障害のある子どもの教育に関するコンサルテ－シ

ョンは、12 機関から依頼があった。教育相談実施機

関に対するアンケートについては、10 機関から回答

があり、全ての機関から「とても役に立った」との

評価を得た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全国特別支援教育センター協議会の事情聴取録を

追加する等、教育相談情報提供システムの充実を図

った。本システムへのアクセス数は、月平均で約

4,000 人であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日本人学校等への支援については、特別支援教育

に関する情報提供活動の一環として「特総研だより」

の発行や、文部科学省国際教育課が主催する「平成

26 年度在外教育施設派遣教員管理職研修会」で日本

人学校に赴任する教員に対して、特別支援教育の理
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（２）各都道府県等では対応が

困難な教育相談等の実施 

 研究所で行う教育相談につい

ては、発生頻度の低い障害等に

関する教育相談及び国外に在住

する日本人学校等の保護者等か

らの教育相談など、各都道府県

では対応が困難な教育相談等を

実施すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）各都道府県等では対応が

困難な教育相談等の実施 

① 研究所においては、次の教

育相談を実施する。 

イ 発生頻度の低い障害等の各

都道府県等では対応が困難な事

例に関する教育相談 

ロ 国外に在住する日本人学校

等の保護者等からの教育相談 

ハ 上記①イ～ロの教育相談に

ついては、満足度アンケートを

実施し、８０％以上の満足度を

確保する。 

② 教育相談事例の研究 

 研究所で行う教育相談、コン

サルテーションの内、特別支援

教育の研究の進展を図るために

必要と判断するものを教育相談

事例として研究を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）各都道府県等では対応が

困難な教育相談等の実施 

① 研究所においては、次の教

育相談を実施する。 

イ 発生頻度の低い障害等の各

都道府県等では対応が困難な事

例に関する教育相談 

ロ 国外に在住する日本人学校

等の保護者等からの教育相談 

ハ 上記①イ～ロの教育相談に

ついては、満足度アンケートを

実施し、８０％以上の満足度を

確保する。 

② 教育相談事例の研究 

 研究所で行う教育相談、コン

サルテーションの内、特別支援

教育の研究の進展を図るために

必要と判断するものを教育相談

事例として研究を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

・教育相談の満足度アンケー

ト 

 

＜その他の指標＞ 

・特別支援教育の研究の進展

を図るために必要と判断する

ものを教育相談事例として研

究を進めたか 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

 

 

 

解啓発を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

 国外に在住する日本人学校等の保護者等からの教

育相談は 31 件あり、メール等により延べ 59 回対応

し、満足度アンケートについては、すべての回答者

より「とても良かった」との評価を得ている。 

 教育相談事例の研究については、３件の研究を進

め、進捗状況について、所内で報告会を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜課題と対応＞ 

 コンサルテーションを実施した機関からは、高い

評価を得ているものの、実施機関数は 12機関に留ま

っているため、教育相談の在り方について、第４期

中期計画策定に向けて検討する。 

 

 

＜評定＞ 

Ｂ 

 

＜根拠＞ 

 発生頻度の低い障害等に関する教育相談の実績は

なかったものの、日本人学校等の保護者等からの教

育相談はメール等による対応を行い、高い評価を得

た。 

 ３件の教育相談事例に関する研究が進められ、所

内での報告会の開催や研修講義でも活用した。 

 

 

＜課題と対応＞ 

 発生頻度の低い障害等に関する教育相談につい

て、今後の在り方を第４期中期計画策定に向けて検

討する。 

 日本人学校からの相談については、ナショナルセ

ンターとしての役割を踏まえ、引き続き適切に対応

していく。 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし  
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様式４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 
 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－４ 特別支援教育に関する総合的な情報提供体制を充実し、研究者・教職員等の研究や専門性、指導力の向上及び保護者等に必要な知識等を提供 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第 12条第１項第四号 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

前中期目

標期間最

終年度値 

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度  

 

 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 

研究所セ

ミナー定

員充足率 

計画値 90％ － 90％ 90％ 90％ 90％   決算額（千円） 252,738 241,795 238,110 279,786  

実績値 － － 106％ 102.3％ 142％ 132.9％   従事人員数（人） 15 15 17 18.02  

達成度 － － 117.8％ 113.7％ 157.8％ 147.7％         

研究所セ

ミナー満

足度 

計画値 85％ － 85％ 85％ 85％ 85％         

実績値 － － 97.4％ 97.5％ 97.9％ 98.5％         

達成度 － － 114.6％ 114.7％ 115.2％ 115.9％         

研究成果

発表数 

計画値 500件 － 100件 100件 100件 100件         

実績値 － 279件 226件 204件 215件 155件         

達成度 － － 226％ 204％ 215％ 155％         

図書室利

用者満足

度 

計画値 85％ － 85％ 85％ 85％ 85％         

実績値 － 92.9％ 96.3％ 93.2％ 90.2％ 89.3％         

達成度 － － 113.3％ 109.6％ 106.1％ 105.1％         

目録デー

タベース

アクセス

件数（※） 

計画値 
各年度

500,000件 
－ 500,000件 500,000件 500,000件 500,000件   

       

実績値 － 802,512件 2,581,366件 2,200,900件 850,908件 636,708件          

達成度 － － 516.3％ 440.2％ 170.2％ 127.3％          

※「目録データベースアクセス件数」について、平成 25年 6月までは延べページ数で集計しており、平成 25年 7月のシステム更新に伴い、 

それ以降はデータベースへの延べアクセス者数で集計している。 

 

  

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ４  特別支援教育に関する総合

的な情報提供体制を充実し、研

究者・教職員等の研究や専門性、

指導力の向上及び保護者等に必

要な知識等を提供 

（１）研究成果の普及促進等 

 研究成果については、特別支

援教育に関する国の政策立案・

施策推進等に寄与するよう国に

提供するとともに、教育関係者

はもとより広く一般にも公開

し、研究成果等の普及を図るこ

と。その際、研究所セミナーの

開催や報告書の刊行、学会発表、

インターネット等による研究成

果の普及に努めること。 

 また、都道府県教育委員会・

特別支援教育センター等への研

究成果の普及を積極的に行うこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４  特別支援教育に関する総合

的な情報提供体制を充実し、研

究者・教職員等の研究や専門性、

指導力の向上及び保護者等に必

要な知識等を提供 

（１）研究成果の普及促進等 

① 研究成果については、国の

行政施策の企画立案・実施に寄

与するよう国へ提供する。 

 

 

 

 

 

 

② 研究活動等の成果の普及や

質の向上、教育現場等関係機関

との情報の共有を図るため、研

究所セミナーを開催するととも

に、学会発表等により成果の普

及を図る。 

イ 研究成果の普及を図るた

め、研究協議等参加型の方法を

中心としたプログラムによる研

究所セミナーを毎年度開催す

る。 

 ただし、従来年２回開催して

いた研究所セミナーを統合し、

経費を縮減する。 

 また、参加者定員の９０％以

上の充足率を確保するととも

に、参加者８５％以上の満足度

を確保する。 

ロ 研究成果を学会等における

口頭又は誌上において中期目標

期間中５００件以上発表する。 

 

③ 研究成果である報告書等を

刊行し、ウェブサイトへ掲載す

る。 

イ 査読付研究紀要を年１回刊

行する。 

 

 

ロ 毎年度、終了研究課題毎に

研究成果報告書を刊行し、必要

に応じて、研究中間報告書を刊

行する。 

 

ハ 重要な研究成果について

は、教育現場で活用しやすいよ

うにガイドブックやマニュアル

４  特別支援教育に関する総合

的な情報提供体制を充実し、研

究者・教職員等の研究や専門性、

指導力の向上及び保護者等に必

要な知識等を提供 

（１）研究成果の普及促進等 

① 研究成果については、国の

行政施策の企画立案・実施に寄

与するよう国へ提供する。 

 

 

 

 

 

 

② 研究活動等の成果の普及や

質の向上、教育現場等関係機関

との情報の共有を図るため、研

究所セミナーを開催するととも

に、学会発表等により成果の普

及を図る。 

イ 研究成果の普及を図るた

め、研究協議等参加型の方法を

中心としたプログラムによる研

究所セミナーを開催する。 

  また、参加者定員の９０％以

上の充足率を確保するととも

に、参加者８５％以上の満足度

を確保する。 

 

 

 

 

ロ 研究成果を学会等における

口頭又は誌上において１００件

以上発表する。 

 

③ 研究成果である報告書等を

刊行し、ウェブサイトへ掲載す

る。 

イ 研究紀要第４２巻を刊行す

る。 

 

 

ロ 終了する研究課題について

は研究成果報告書を刊行すると

ともに、必要に応じて、研究中

間報告書を刊行する。 

 

ハ 重要な研究成果について

は、教育現場で活用しやすいよ

うにガイドブックやマニュアル

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

・研究所セミナーの定員充足

率及び参加者満足度 

・研究成果の学会等発表数 

 

＜その他の指標＞ 

・研究成果について、国の行

政施策の企画立案・実施に寄

与するよう国へ提供したか 

・終了する研究課題について

は研究成果報告書を刊行した

か 

・講師派遣延人数 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 26年度事業報告書 

Ｐ63～78 

 

 

 

 

 

＜評定＞ 

Ｂ 

 

＜根拠＞ 

 諸外国の特別支援教育に関する情報の提供や国が

設置する各種委員会の委員や協力者として研究所職

員が参画することで国へ研究成果の提供を行い、国

の行政施策の企画立案・実施に寄与できたものと考

える。 

 

 

 

 

 

 

 

 研究所セミナーについては、132.9％の定員充足率

及び 98.5％の高い満足度が得られており、計画を上

回る実績を上げた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 学会等での研究成果の発表数は 151 件であり、目

標値の 100件を上回った。 

 

 

  

 

 

 計画どおり研究紀要第 42 巻を刊行し、各教育委員

会等に配布するとともにウェブサイトに掲載し、普

及を図った。 

 

 平成 26年度終了の４課題について、研究成果報告

書を刊行予定である。また、研究成果を簡潔にまと

めた「研究成果報告書サマリー集」を作成し、ウェ

ブサイトに掲載するとともに、全国の市区町村教育

委員会等まで広く普及を図る予定である。 

 研究成果について、平成 26 年度は２つのガイドブ

ック等を刊行し、研究成果の普及に努めた。 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

 諸外国の特別支援教育に関する情報提供や、国が

設置する各種委員会の委員や協力者として研究所職

員が参画する等、国へ研究成果の提供を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 研究所セミナーの開催や学会等での発表により、

研究成果の普及行った。研究所セミナーの参加者数

は、定員 700名のところ、930名の参加があった。

満足度アンケートについては、「意義があった」「や

や意義があった」のプラス評価が 98.5％であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 学会等での研究成果の発表数は 151件であった。 

 

 

 

 

 

 

 研究紀要第 42巻の刊行にあたっては、紀要編集員

会を設置し、編集方針の決定及び掲載論文の審査を

行い刊行し、ウェブサイトへの掲載を行った。 

 

平成 26年度終了課題の研究成果報告書について

は、運営委員会外部評価部会の評価が確定後に刊行

し、ウェブサイトへ掲載する予定である。 

 

 

平成 26年度は下記のガイドブック等を刊行した。 

・特別支援学校（肢体不自由）におけるアシスティ

ブ・テクノロジー活用のためのガイド 〔ATG〕－
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（２）特別支援教育に関する情

報の収集・蓄積・提供や理解啓

発活動 

 ナショナルセンターとして特

別支援教育に関する国内外の情

報を収集し、特別支援教育に関

する総合的な情報をインターネ

ットを活用し国内外に提供する

こと。 

 特に発達障害教育について

は、教員及び保護者をはじめと

する関係者を支援するためイン

ターネットを活用した情報提供

を行うとともに、発達障害につ

いての理解啓発活動を行うこ

と。 

 

等としてまとめ、提供する。 

 

 

 

 

ニ 教材・教具を試作した場合

は、これを公開する。 

 

④ 都道府県教育委員会・特別

支援教育センター等が実施する

研修会等への講師の派遣及び大

学教育への参画を通して研究成

果を普及する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）特別支援教育に関する情

報の収集・蓄積・提供や理解啓

発活動 

① インターネットを活用し、

ナショナルセンターとして特別

支援教育に関する情報提供、理

解啓発活動を行う。 

イ インターネットを活用し、

ウェブサイトから特別支援教育

に関する情報を提供する。 

  

 

 

ロ 発達障害教育にかかわる教

員及び保護者をはじめとする関

係者を支援するためインターネ

ットを活用しウェブサイトから

情報提供を行う。また、発達障

害についての理解啓発活動を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等としてまとめ、提供する。 

 

 

 

 

ニ 教材・教具を試作した場合

は、これを公開する。 

 

④ 都道府県教育委員会・特別

支援教育センター等が実施する

研修会等への講師の派遣及び大

学教育への参画を通して研究成

果を普及する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）特別支援教育に関する情

報の収集・蓄積・提供や理解啓

発活動 

① インターネットを活用し、

ナショナルセンターとして特別

支援教育に関する情報提供、理

解啓発活動を行う。 

イ 研究所のウェブサイトをユ

ーザビリティ及びアクセシビリ

ティに配慮し、特別支援教育に

関する情報を提供する。 

 

 

ロ 発達障害教育にかかわる教

員及び保護者をはじめとする関

係者を支援するためインターネ

ットを活用しウェブサイトから

情報提供を行う。また、発達障

害についての理解啓発活動を行

う。 

 

 

 

ハ インクルーシブ教育システ

ム構築支援データベースにおい

て、「合理的配慮」に係る実践事

例について検索するシステムを

稼働させるとともに、一層の内

容の充実を図る。 

ニ 障害の状態や特性等に応じ

た教材、支援機器等を活用した

様々な取組の情報をデータベー

ス化し、特別支援教育関係教材

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

・インクルーシブ教育システ

ム構築支援データベースの

「合理的配慮」に係る実践事

例の掲載数 

・メールマガジンの配信回数 

・図書室利用者の満足度 

・所蔵図書目録に関するデー

タベースのアクセス件数 

 

＜その他の指標＞ 

・ウェブサイトについて、ユ

ーザビリティ及びアクセシビ

リティに配慮し、特別支援教

育に関する情報を提供したか 

・関係団体と連携して「世界

自閉症啓発デー2014in 横須

賀」を開催したか 

・特別支援教育の領域におい

て、特に顕著な功績のあった

者や、特に優秀な研究を行い

特別支援教育の向上に著しく

寄与した者を顕彰したか 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

 

 

 

 

組織的な取組の促進をめざして－ 

・特別支援教育の基礎・基本 新訂版－共生社会の

形成に向けたインクルーシブ教育システムの構

築－ 

 

試作した教材・教具については、ｉライブラリー

等において公開した。 

 

 講師派遣については、平成 25 年度実績の 327名か

ら、平成 26 年度は 401名の 74 名増であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

 ウェブサイトについて、ユーザビリティ及びアク

セシビリティに配慮するとともに、発達障害教育情

報センターホームページ、インクルーシブ教育シス

テム構築支援データベース、特別支援教育教材ポー

タルサイト等による情報発信や、国立特別支援教育

総合研究所ジャーナル及び NISE Bulletin の刊行、

メールマガジンの月１回の配信等、インターネット

を活用した情報提供・理解啓発活動を行った。 

 

 発達障害教育情報センターウェブサイトについ

て、研修講義の追加、コンテンツの構成の見直しや

項目の追加、発達障害のある子どもの合理的配慮の

例の説明の追加を行う等、内容の充実を図り、ウェ

ブサイトより情報提供を行った。 

 

 

 

 

 

 平成 26年７月にインクルーシブ教育システム構

築支援データベースの中に「合理的配慮実践事例デ

ータベース」を設置した。 

 

 

 

 障害の状態や特性等に応じた教材・支援機器等を

活用した様々な取組の情報や教材・支援機器等をデ

ータベース化した「特別支援教育教材ポータルサイ

ト」を構築し、平成 27年 3 月から運用を始めた。 

 

 

 

 

 

 試作した教材・教具についてｉライブラリー等で

公開し、情報提供を行った。 

 

講師派遣の実績は 401 名であり、昨年度比 123％

と増加した。また、抽出によるアンケート結果は全

ての機関から「とても満足している」との回答があ

り、研究成果の普及に貢献しているものと考える。 

 

 

＜課題と対応＞ 

インクルーシブ教育システム構築に向けて、対象

の拡大と教員の専門性向上は重要な課題であり、イ

ンターネット等ＩＣＴを活用した研究成果の普及の

充実に努める。 

 講師の派遣については、ナショナルセンターとし

ての役割を踏まえ、都道府県教育委員会等の依頼に

適切に応えていく。 

 

 

＜評定＞ 

Ｂ 

 

＜根拠＞ 

 アクセシビリティツールの更新を行い、ユーザビ

リティ及びアクセシビリティに配慮するとともに、

発達障害教育情報センターウェブサイト内の研修講

義等のコンテンツの更新を行い、ウェブサイトによ

る情報提供を充実した。 

 

 

 

 

 発達障害教育情報センターウェブサイトの内容の

見直しや充実を図ることにより、ウェブサイトを通

じて理解啓発活動に努めた。 

 

 

 

 

 

 

 

国のインクルーシブ教育システムの構築や学習上

の支援教材の開発に関する政策に関連して、インク

ルーシブ教育システム構築支援データベースの中に

「合理的配慮実践事例データベース」を設置し、平

成 26 年度は 105件の実践事例を掲載した。 

 

特別支援教育教材ポータルサイトを稼働させる

等、ウェブサイトによる情報提供をより一層充実さ

せることができた。 
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ハ メールマガジンを配信し、

特別支援教育に関する情報を提

供する。 

② 特別支援教育のナショナル

センターとして、特別支援教育

に係る研究資料、図書等を収

集・蓄積する。またニーズに対

応した情報提供を行う。 

イ 大学における研究成果も含

めた特別支援教育に関する国内

外の図書・資料等（とりわけ実

践研究の論文・資料）を収集・

蓄積する。 

ロ 利用者のニーズに対応した

情報提供を行う。来所する利用

者に対して、特別支援教育に係

る情報を入手できたかどうかア

ンケート調査を行い、８５％ 以

上の満足度を確保する。 

ハ 研究所の所有する特別支援

教育関係文献目録、特別支援教

育実践研究課題、所蔵雑誌・資

料等、所蔵図書目録に関する情

報のデータベースを運用する。 

 また、データベースアクセス

件数を年間５００,０００件確

保する。 

③ 関係団体と連携し特別支援

教育関係情報の普及を図る。 

イ 世界自閉症啓発デーに対応

したシンポジウムなど、特別支

援教育関係機関、保護者団体等

と連携した事業を実施する。 

 

 

 

 

 

 

ロ 特別支援学校長等を対象と

したネットワーク構築など、同

学校長会との連携を踏まえた情

報普及策について検討する。 

ハ 小学校・中学校等の教員等

を対象とした情報提供システム

の構築を関係団体と協議する。 

 

 

④ 海外の特別支援教育に関す

る情報の収集・提供 

等のポータルサイトを稼働す

る。 

ホ 国立特別支援教育総合研究

所ジャーナル及び NISE 

Bulletinをインターネットを活

用しウェブサイトから情報提供

を行う。 

ヘ メールマガジンを月１回の

割合で配信し、特別支援教育に

関する情報を提供する。 

② 特別支援教育のナショナル

センターとして、特別支援教育

に係る研究資料、図書等を収

集・蓄積する。またニーズに対

応した情報提供を行う。 

イ 大学における研究成果も含

めた特別支援教育に関する国内

外の図書・資料等（とりわけ実

践研究の論文・資料）を収集・

蓄積する。 

ロ 利用者のニーズに対応した

情報提供を行う。来所する利用

者に対して、特別支援教育に係

る情報を入手できたかどうかア

ンケート調査を行い、８５％以

上の満足度を確保する。 

ハ 研究所の所有する特別支援

教育関係文献目録、特別支援教

育実践研究課題、所蔵雑誌・資

料等、所蔵図書目録に関する情

報のデータベースを運用する。 

  また、データベースアクセス

件数を年間５００,０００件以

上確保する。 

③ 関係団体と連携し特別支援

教育関係情報の普及を図る。 

イ 世界自閉症啓発デーに対応

したシンポジウムとして、以下

のとおり「世界自閉症啓発デー

2014in横須賀」を開催する。 

主催：独立行政法人国立特別支

援教育総合研究所、筑波大学附

属久里浜特別支援学校 

共催：横須賀地区自閉症児・者

親の会「たんぽぽの会」、筑波大

学附属久里浜特別支援学校 PTA 

ロ 特別支援学校長等を対象と

したネットワーク構築につい

て、全国特別支援学校長会との

情報普及を行う。 

ハ 小学校・中学校等の教員等

を対象とした情報提供システム

の構築に向けて関係団体と協議

する。 

 

④ 海外の特別支援教育に関す

る情報の収集・提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 国立特別支援教育総合研究所ジャーナルおよび

NISE Bulletin の Vol.14 を、平成 27年 3月に当研

究所のウェブサイトに掲載した。 

 

 

 メールマガジンについては、月 1 回配信し、平成

26 年度末までに第 96号までを配信した。 

 

 

 

 

 

 

 平成 26年度の図書の増加冊数は購入・製本による

ものが 903冊、寄贈が 87 冊で計 990 冊であった。利

用者に対するアンケートでは、89.3％の満足度を得

ている。また、文献目録及び所蔵図書目録に関する

データベースを運用し、3,366 件の新規登録を行い、

636,708件のアクセス件数があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 筑波大学附属久里浜特別支援学校と共催で「世界

自閉症啓発デー2014in 横須賀」開催 

し、162名の参加があった（平成 25年度参加者 161

名）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全国特別支援学校長会の研究大会に参加し、研究

所職員が講演を行うなど、校長会での情報普及に努

めた。 

 

 全国特別支援学級設置学校長会の理事会、定期総

会へ参加し、研究所の活動等について情報提供を行

った。 

 

 

 海外の特別支援教育に関する情報収集、提供につ

いては、海外調査研究協力員の依頼や欧州特別支援

 

 

国立特別支援教育総合研究所ジャーナルおよび

NISE Bulletin の Vol.14 を計画どおり刊行し、ウェ

ブサイトから情報提供を行った。 

 

 

 メールマガジンは計画どおり月１回の配信を行

い、特別支援教育に関する情報提供を行った。 

 

 

 

 

 

 

 平成 26年度は、特別支援教育に関する国内外の図

書、資料等 990 冊を、購入・製本・寄贈により新た

に収集・蓄積している。利用者に対するアンケート

では、215 名中 192 名（89.3％）の満足度を得られ

ており目標を達成している。 

文献目録及び所蔵図書目録に関するデータベース

を運用し、年間のアクセス件数は、636,708 件あり、

目標値を達成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界自閉症啓発デーに対応したシンポジウムとし

て「世界自閉症啓発デー2014in横須賀」を筑波大学

附属久里浜特別支援学校と開催し、162 名の参加が

あり、特別支援教育関係情報の普及を行うことがで

きた。 

 

 

 

 

 

 

 

全国特別支援学校長会の研究大会に参加し、研究

所職員が講演を行うなど、校長会と連携した情報普

及に努め、連携強化を図った。 

 

小学校・中学校等の教員等を対象とした情報提供

システムの構築に向けて、全国特別支援学級設置学

校長会の理事会、定期総会に参加し、研究所からの

情報提供や意見交換を行う等、関係団体と協議を行

った。 

平成 23年度に、整備した国際調査国別調査班によ

る活動、外国調査研究協力員制度、専門研究等によ
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イ 特別支援教育に関する諸外

国の情報を計画的・組織的に収

集するとともに国内の情報や諸

外国の情報を国内外に提供す

る。 

ロ 国際交流に関する刊行物を

見直し、他の刊行物と統合する

とともにインターネットを活用

した提供を行う。 

 

 

 

 

 

イ 特別支援教育に関する諸外

国の情報を計画的・組織的に収

集するとともに国内の情報や諸

外国の情報を国内外に提供す

る。 

ロ  国立特別支援教育総合研究

所ジャーナル及び NISE 

Bulletinをインターネットを活

用しウェブサイトから情報提供

を行う。 

⑤ 特別支援教育の領域におい

て、特に顕著な功績のあった者

や、特に優秀な研究を行い特別

支援教育の向上に著しく寄与し

た者を顕彰する。 

教育機構への訪問等により、情報収集を行い、文部

科学省等へ情報提供を行った。また、国立特別支援

教育総合研究所ジャーナル第４号及び NISE 

Bulletin Vol.14をウェブサイトで公開した。 

  

 

 

 

 

 

特別支援教育の領域において、特に顕著な功績の

あった者や、特に優秀な研究を行い特別支援教育の

向上に著しく寄与した者に対する顕彰として、長澤

泰子（植草学園大学非常勤講師）氏に平成 26年度「辻

村賞」を授与した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

る職員の海外渡航調査、国内の研究者を招聘した講

演会等により、諸外国の情報を計画的・組織的に収

集する体制に基づき、平成 26 年度についても諸外国

の情報を収集し、国立特別支援教育総合研究所ジャ

ーナル第４号等を通じて情報提供を行っており、効

率的に情報の収集や提供ができていると考える。 

 

 

 

 

特別支援教育の領域において、特に顕著な功績の

あった者や、特に優秀な研究を行い特別支援教育の

向上に著しく寄与した者に対する顕彰として、長澤

泰子（植草学園大学非常勤講師）氏に平成 26 年度「辻

村賞」を授与した。 

 

 

＜課題と対応＞ 

インクルーシブ教育システム構築に向けて、小・

中学校をはじめ幅広い関係機関との連携協力が重要

であり、ウェブサイトによる最新の動向や研究成果

等の情報普及の一層の充実に努める。 

 

 

 

４．その他参考情報 

 特になし 
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様式４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 
当該項目の 

重要度、難易度 

 

 

２．主要な経年データ                                                   （単位：百万円） 

 
評価対象となる指標 達成目標 

前中期目標期

間最終年度値 
２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 

（参考情報） 

 
退職手当及び特殊要因

経費を除いた、対前年度

比一般管理費３％以上

の業務の効率化 

予算額  203 187 179 165 159   

削減率 対前年度比△３％ ― △8.7％ △4.3％ △7.8％ △3.6％   

達成度  ― 290％ 144.3％ 260％ 120％   

退職手当及び特殊要因

経費を除いた、対前年度

比業務経費１％以上の

業務の効率化 

予算額  849 799 769 706 695   

削減率 対前年度比△１％ ― △5.9％ △3.8％ △8.2％ △1.6％   

達成度  ― 590％ 380％ 820％ 160％   

          

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 Ⅲ 業務運営の効率化に関する

事項 

 

（１）運営費交付金を充当して

行う業務については、事業の重

点化、管理部門の簡素化、効率

的な運営体制の確保、契約の点

検・見直し等により業務運営コ

ストを縮減すること。 

 中期目標の期間中、毎事業年

度につき、対前年度比一般管 

理費３％以上、業務経費１％以

上の業務の効率化を図ること。

ただし、退職手当、特殊要因経

費はその対象としない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 業務運営の効率化に関する

目標を達成するためにとるべき

措置 

（１）管理部門の簡素化、効率

的な運営体制の確保、アウトソ

ーシングの活用等により業務運

営コストを縮減することとし、

一般管理費については、経費縮

減の余地がないか自己評価を厳

格に行った上で、適切に見直し

を行う。 

 退職手当及び特殊要因経費を

除き毎事業年度において、対前

年度比一般管理費３％以上、業

務経費１％以上の業務の効率化

を図る。 

 なお、複数の事業から選択を

要する事業の実施に当たって

は、第三者委員会などの評価に

より事業の重点化及び透明性の

確保に努める。さらに業務の質

の維持・向上及び経費の削減の

一層の推進のため官民競争入札

等の導入を検討する。 

 

（２）契約については、「独立行

政法人の契約状況の点検・見直

しについて」（平成２１年１１月

１７日閣議決定）に基づく取組

を着実に実施することにより、

Ⅱ 業務運営の効率化に関する

目標を達成するためにとるべき

措置 

（１）管理部門の簡素化、効率

的な運営体制の確保、アウトソ

ーシングの活用等により業務運

営コストを縮減することとし、

一般管理費については、経費縮

減の余地がないか自己評価を厳

格に行った上で、適切に見直し

を行う。 

 退職手当及び特殊要因経費を

除き、対前年度比一般管理費

３％以上、業務経費１％以上の

業務の効率化を図る。 

  さらに業務の質の維持・向上

及び経費の削減の一層の推進の

ため官民競争入札等の導入を検

討する。 

 

 

 

 

 

 

（２）契約については、「独立行

政法人の契約状況の点検・見直

しについて」（平成２１年１１月

１７日閣議決定）に基づき、監

事及び外部有識者によって構成

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

・退職手当及び特殊要因経費

を除いた、対前年度比一般管

理費３％以上、業務経費１％

以上の業務の効率化 

 

＜その他の指標＞ 

・契約監視委員会による契約

状況の点検・見直し状況 

・給与水準の適正化の取組 

・内部統制の取組状況、監事

監査の実施状況 

・情報セキュリティに関する

研修の実施状況 

・「独立行政法人改革等に関す

る基本的な方針」（平成２５年

１２月２４日閣議決定）への

対応状況 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

 

 

 

 

 

 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 26年度業務実績報告書 

Ｐ79～94 

＜評定＞ 

Ｂ 

 

＜根拠＞ 

予算の弾力的運用や人事給与システムの導入、超過

勤務の削減等により、退職手当及び特殊要因経費を除

き、対前年度比一般管理費３％以上、業務経費１％以

上の業務の効率化を達成した。また、公共サービス改

革基本方針（平成 26 年７月）に基づき、平成 28 年度

に予定している電子計算機システム保守一式の調達に

あたり、官民競争入札の導入について検討を行う予定

であり、より一層の経費の削減に努めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 契約については、一般競争入札による複数年契約の

実施等により、経費の削減を図っている。また、監事

及び外部有識者（公認会計士）で構成する契約監視委

員会による点検、見直しを行い、指摘事項はなく適切

であるとの評価を受けた。 

＜主要な業務実績＞ 

総予算額の２％程度の理事長裁量経費による予算の

弾力的運用や、人事給与統合システムの導入、定時退

庁日の設定による超過勤務削減等により管理部門の効

率的運営を図った。退職手当及び特殊要因経費を除き、

対前年度比一般管理費３％以上、業務経費１％以上の

業務の効率化を達成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 契約については、一般競争入札による複数年契約を

行い、経費の節減を図った。また、監事及び外部有識

者（公認会計士）で構成する、契約監視委員会を開催

し、契約状況の点検、見直しを行った。 
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（２）給与水準については、国

家公務員の給与水準を十分配慮

し、手当を含め役職員給与の在

り方について厳しく検証した上

で、業務の特殊性を踏まえた適

正な目標水準・目標期限を設定

し、その適正化に取り組むとと

もに、検証結果や取組状況を公

表すること。また、総人件費に

ついても、平成 23年度はこれま

での人件費改革の取組を引き続

き実施するとともに、平成 24 年

度以降は「公務員の給与改定に

関する取扱いについて」（平成

22 年 11 月１日閣議決定）に基

づき、政府における総人件費削

減の取組及び今後進められる独

立行政法人制度の抜本的な見直

しを踏まえ、厳しく見直すこと。 

 

 

 

 

 

（３）内部統制及び情報セキュ

リティについては、適切に行う

とともに、充実・強化を図るこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約の適正化を推進し、業務運

営の効率化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）給与水準については、国

家公務員の給与水準を十分配慮

し、手当を含め役職員給与の在

り方について厳しく検証した上

で、業務の特殊性を踏まえた適

正な目標水準・目標期限を設定

し、その適正化に取り組むとと

もに、検証結果や取組状況を公

表する。また、総人件費につい

ても、平成 23年度はこれまでの

人件費改革の取組を引き続き実

施するとともに、平成 24年度以

降は「公務員の給与改定に関す

る取扱いについて」（平成 22 年

11 月１日閣議決定）に基づき、

政府における総人件費削減の取

組及び今後進められる独立行政

法人制度の抜本的な見直しを踏

まえ、厳しく見直す。なお、人

件費の範囲は国家公務員でいう

職員基本給、職員諸手当、超過

勤務手当を含み、退職手当及び

福利厚生費を含まない。 

 

（４）内部統制については、理

事長のリーダーシップの下、職

員へのミッション・ビジョンの

周知徹底、コンプライアンス機

能及び監事監査機能のさらなる

充実・強化を図る。 

 

 

 

（５）「第２次情報セキュリティ

基本計画」（平成２１年２月３日

内閣官房の情報セキュリティ政

する契約監視委員会により、次

の観点から、点検・見直しを行

い、契約の適正化を推進し、業

務運営の効率化を図る。また、

締結された契約についての改善

状況をフォローアップし、公表

する。 

（点検・見直しを行う観点） 

・競争性のない随意契約を継続

しているものについて、随意契

約事由が妥当であるか、契約価

格が他の取引実例等に照らして

妥当となっているか。 

・競争性のない随意契約から一

般競争入札等への移行を予定し

ているものの前倒しが検討でき

ないか。 

・契約が一般競争入札等による

場合であっても、真に競争性が

確保されているといえるか。 

 

（３）給与水準については、国

家公務員の給与水準を十分配慮

し、手当を含め役職員給与の在

り方について厳しく検証した上

で、業務の特殊性を踏まえた適

正な目標水準・目標期限を設定

し、その適正化に取り組むとと

もに、検証結果や取組状況を公

表する。並びに国家公務員に関

する給与関係法及び人事院規則

等も踏まえ、引き続き国家公務

員と同等の給与見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）内部統制態勢及び監事監

査態勢の現状評価を行い、その

評価結果を踏まえ内部統制態勢

及び監事監査態勢の向上を図る

ことにより、不祥事などの不確

実性の低減化、契約の監視の厳

正化及び業務の効率化の確実な

達成を図る。  

 

（５）「第２次情報セキュリティ

基本計画」（平成２１年２月３日

内閣官房の情報セキュリティ政

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給与水準については、国家公務員に準じた見直しを

行い、国家公務員の水準未満となっており、適正な水

準の維持に努めている。また、その状況についてはウ

ェブサイトで公表している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 内部統制については、各部においてリスクの洗い出

しを行い総合調整会議に報告させること、また、理事

長が日常的に職員に声掛けするなどし、所内の課題等

についての気付きや相談・提言がなされるようにする

こと、内部監査の実施等の取組を行っている。監事監

査では、監事監査計画書に基づき監査を実施し、適切

に業務運営が行われているとの監査結果が報告され

た。 

 

 情報セキュリティ対策については、e ラーニング形

式の研修や全職員を対象とした標的型攻撃メール訓練

を２回に分けて実施する等の取組を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 給与水準については、国家公務員に準じた見直しを

行い、国家公務員の水準未満となっており、妥当であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 内部統制については、各部においてリスクの洗い出

しが行われ、総合調整会議で報告させることや、内部

監査を実施しその結果を理事長に報告する等の取組に

より内部統制のリスク等を把握するよう努めている。

監事監査においては、適切に業務運営が行われている

との監査結果が報告されており、適切であると考える。 

 

 

 

 情報セキュリティ対策については、「第２次情報セキ

ュリティ基本計画」に定める「全職員の情報セキュリ

ティに関する意識の向上方策」として e ラーニング形

詳細は上記の参照箇所に

譲り、左記の「評価の視点」

に係る内容について重点

的に記載 
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Ⅳ 財務内容の改善に関する事

項 

（１）自己収入の確保、予算の

効率的な執行に努め、適切な財

務内容の実現を図ること。 

① 自己収入の確保 

 積極的に競争的資金等の外部

資金導入を図るとともに、受益

者負担の適正化による自己収入

の確保に努めること。 

② 固定的経費の節減 

 管理業務の節減を行うととも

に、効率的な施設運営を行うこ

と等により、固定的経費の節減

を図ること。 

 

 

 

 

 

（２）財務内容の管理・運営の

適正化を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

策会議策定）等の政府の方針を

踏まえ、適切な情報セキュリテ

ィ対策を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 予算、収支計画及び資金計

画 

（１）中期計画予算 

    別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）平成２３年度～２７年度

収支計画 

    別紙のとおり 

（３）平成２３年度～２７年度

資金計画 

    別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

策会議策定）等の政府の方針を

踏まえ、適切な情報セキュリテ

ィ対策を推進するとともに、職

員に対して引き続き、研修を実

施する。 

 

（６）「独立行政法人改革等に関

する基本的な方針」（平成２５年

１２月２４日閣議決定）に基づ

き、他の法人と間接業務等を共

同で実施すべく検討を行い、平

成２６年夏までに結論を得て、

順次実行する。 

 また、研修員宿泊棟について

は、稼働率の向上や自己収入の

拡大及び民間委託の更なる活用

等、管理・運営コストの削減を

図るための必要な措置を検討す

る。 

 

 

Ⅲ 予算、収支計画及び資金計

画 

（１）平成２６年度予算 

収入       985,470千円 

運営費交付金 980,880 千円 

人件費     664,327 千円 

一般管理費   47,722 千円 

業務管理費  288,831 千円 

研究活動    97,279 千円 

研修事業    13,105 千円 

教育相談支援   1,302 千円 

情報普及   171,861 千円 

国際交流    5,143 千円 

自己収入       4,590 千円 

 

支出        958,470千円 

運営費事業  958,470 千円 

人件費     644,327 千円 

業務経費    341,143 千円 

                                          

（２）平成２６年度収支計画 

費用の部   985,470 千円 

収益の部    985,470 千円                                    

（３）平成２６年度資金計画 

資金支出    958,470 千円 

業務活動による支出 

939,020千円 

投資活動による支出 

19,450千円 

資金収入    958,470 千円 

業務活動による収入 

939,020千円 

投資活動による収入 

    19,450 千円 

      

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

・運営費交付金債務の未執行

率 

 

＜その他の指標＞ 

特になし 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成

２５年１２月２４日閣議決定）に基づき、他の法人と

の間接業務等の共同実施に関する検討を行い、報告書

をとりまとめ、実施可能な案件から順次、実行に移し

ている。また、研修員宿泊棟については、「宿泊研修施

設の活用に関する検討会」稼働率の向上等について検

討を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

収入   1,028,156千円 

運営費交付金 980,880 千円 

25 年度運営費交付金 

26,585千円 

寄附金収入       30千円 

雑収入       13,473千円 

科研費間接経費 7,188 千円 

     

支出   1,023,112 千円 

運営費事業 1,005,840 千円 

人件費      645,084 千円 

業務経費    360,756 千円 

寄附金      10,084千円 

科研費間接経費 7,188 千円 

 

 

 

費用の部   1,004,434 千円（臨時損失含む） 

収益の部    1,005,535 千円 

 

資金支出 1,029,183千円 

業務活動による支出   1,029,183千円 

投資活動による支出           0千円 

資金収入  1,028,156千円 

業務活動による収入   1,028,156千円 

投資活動による収入 0 千円 

 

 

 

 

 

 

式の研修や全職員を対象とした標的型攻撃メール訓練

を２回に分けて実施するなどの取組により、職員の情

報セキュリティに対する意識及び対応力の向上につな

がった。 

 

 

 他の法人との間接業務等の共同実施については、平

成 26 年度中に蛍光管の共同調達、予定価格作成に係る

積算、新人研修等、実施可能な案件から実行に移して

おり、経費の削減や業務の効率化が図られている。ま

た、研修員宿泊棟の稼働率の向上や自己収入の拡大の

ため、検討会の設置や、業務手順や経費の把握・分析

を行う業務フローコスト分析を実施し対応している。 

 

 

＜課題と対応＞ 

 独立行政法人通則法の改正に伴い、平成 27 年度より

内部統制や監事機能の強化が求められているため、こ

れらに対応した組織体制の整備が必要である。 

 

 

＜評定＞ 

Ｂ 

 

＜根拠＞ 

 予算と決算に大きな乖離はなく適切に予算が執行さ

れた。 

 

＜課題と対応＞ 

 引き続き適切な予算の執行に努める。 
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Ⅴ 重要な財産の処分等に関す

る事項 

 財産については、その保有の

必要性について不断の見直しを

行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ その他業務運営に関する重

要事項 

（１）筑波大学附属久里浜特別

支援学校との連携・協力 

 筑波大学附属久里浜特別支援

学校との連携・協力の下に、自

閉症児の教育に関する指導内

Ⅳ 短期借入金の限度額 

  限度額３億円 

  短期借入金が想定される事態

として、運営費交付金の受入れ

が遅延する場合や予想外の退職

手当などに対応する場合を想

定。 

 

 

 

Ⅴ 重要な財産の処分等に関す

る事項 

（１）財産については、その保

有の必要性について不断の見直

しを行う。 

（２）職員研修館を保有する必

要性について検討し、不要と判

断される場合には、用途廃止を

含め、その処分について検討を

進める。 

 

 

 

 

Ⅵ 外部資金導入の推進 

  関係機関、民間企業等から広

報面、資金面で可能な限り協力

が得られるよう積極的に働きか

けるとともに、研究のより一層

の充実のため、競争的資金の獲

得に努める。 

 また、事業の目的を踏まえつ

つ、受益者負担の適正化、寄附

金等による自己収入の確保に努

める。 

 

 

 

 

Ⅶ 剰余金の使途 

 研究の高度化・高品質化のた

めの経費に充当する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅷ その他主務省令で定める業

務運営に関する事項 

（１）筑波大学附属久里浜特別

支援学校との連携 

 筑波大学附属久里浜特別支援

学校と自閉症児の教育に関する

指導方法・内容等についての実

Ⅳ 短期借入金の限度額 

  限度額３億円 

  短期借入金が想定される事態

として、運営費交付金の受入れ

が遅延する場合や予想外の退職

手当などに対応する場合を想

定。                                             

 

 

 

Ⅴ 重要な財産の処分等に関す

る事項 

 財産については、その保有の

必要性について不断の見直しを

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ 外部資金導入の推進 

  関係機関、民間企業等から広

報面、資金面で可能な限り協力

が得られるよう積極的に働きか

けるとともに、研究のより一層

の充実のため、競争的資金の獲

得に努める。 

  また、事業の目的を踏まえつ

つ、受益者負担の適正化、寄附

金等による自己収入の確保に努

める。 

  自己収入の目標額：１２，７

００千円 

 

 

Ⅶ 剰余金の使途 

  研究の高度化・高品質化のた

めの経費に充当する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅷ その他主務省令で定める業

務運営に関する事項 

（１）筑波大学附属久里浜特別

支援学校との連携 

  筑波大学附属久里浜特別支援

学校と自閉症児の教育に関する

指導方法・内容等についての実

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標＞ 

・財産について、その保有の

必要性について不断の見直し

を行ったか 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

・自己収入の額 

 

＜その他の指標＞ 

特になし 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標＞ 

特になし 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

・研究所公開の満足度アンケ

ート 

 

＜その他の指標＞ 

 

＜主要な業務実績＞ 

 該当なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

「固定資産の減損に係る会計処理細則」について、

建物の使用可能性の著しい低下を判定する基準を新た

に設ける改正を行い、保有資産の状況把握を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

 日本学術振興会が公募する科学研究費補助金の獲得

に努め、新規３課題が採択された。 

 自己収入の額は目標額 12,700千円に対し、実績額

20,294千円であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

 該当なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

 筑波大学附属久里浜特別支援学校が行った授業研究

会、実践研究協議会へ研究職員が参加し、また、研究

所から筑波大学附属久里浜特別支援学校へ研究協力機

関として研究協力を依頼する等、相互に連携を図り、

＜評定＞ 

Ｂ 

 

＜根拠＞ 

短期借入金はない。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし。 

 

 

＜評定＞ 

Ｂ 

 

＜根拠＞ 

「固定資産の減損に係る会計処理細則」の改正を行い、

保有資産の状況把握を行っており、適切である。 

 

 

＜課題と対応＞ 

 引き続き財産の保有の必要性について不断の見直し

を行う。 

 

 

 

＜評定＞ 

Ｂ 

 

＜根拠＞ 

 科学研究費補助金の応募にあたり、部長、上席総括

研究員がアドバイザー役となる等、競争的資金の獲得

に向けて組織的に取り組んでいる。自己収入は、実績

額 20,294千円であり、目標額を達成した。 

 

＜課題と対応＞ 

 競争的資金の獲得に向けた更なる検討が必要であ

る。 

 

 

＜評定＞ 

－ 

 

＜根拠＞ 

該当なし。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし。 

 

 

 

 

＜評定＞ 

Ｂ 

 

＜根拠＞ 

 筑波大学附属久里浜特別支援学校とは、授業研究会

等への参加や研究協力機関の依頼等、密接な連携が図

られており、お互いに有益な協力関係となっている。 
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容・方法等についての実際的研

究や共同事業などを相互の連

携・協力により行うこと。 

 

（２）施設・整備に関する計画 

 業務の円滑な実施に必要な施

設整備を進めることとし、特に、

障害者や高齢者が活用しやすい

施設とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）人事に関する計画 

① 質の高い研究を推進するた

め、研究職員の幅広い人材の確

保と資質の向上を図ること。 

 

② 事務職員についても人事交

流や研修により人材の確保に努

めること。 

 

 

 

 

 

際的研究や共同事業などを相互

の連携・協力により行う。 

 

 

（２）施設・設備に関する計画 

  研究活動、研修事業、教育相

談活動及び情報普及活動を安

全、かつ、円滑で効率的に実施

できるような環境を確保すると

ともに、障害者や高齢者をはじ

め、広く一般の方々が来所しや

すい施設・設備の整備を図る。

また、生涯学習の観点から施設

の一般公開を更に推進する。本

中期計画期間中に整備する施

設・設備は別紙のとおり。 

 

 

 

（３）人事に関する計画 

① 方針 

  研究活動、研修事業、教育相

談活動及び情報普及活動を効率

的に行うため、適正に人員を配

置する。 

② 人員に係る指標 

  常勤職員については、その職

員数の抑制を図る。 

（参考）中期目標期間中の人件

費総額 

 中期目標期間中の人件費総額

見込み 3,102百万円 

  但し、上記の額は、国家公務

員でいう職員基本給、職員諸手

当、超過勤務手当を含み、退職

手当及び福利厚生費を含まな

い。 

③ その他 

・客員研究員等の活用による研

究活動の活性化 

・人事交流の促進 

 

 

 

（４）中期目標期間を越える債

務負担に関する計画 

  電子計算機の賃貸借期間平成

２４年１２月から２８年１１月

までの４年間 

 

際的研究や共同事業などを相互

の連携・協力により行う。 

 

 

（２）施設・設備に関する計画 

  研究活動、研修事業、教育相

談活動及び情報普及活動を安

全、かつ、円滑で効率的に実施

できるような環境を確保すると

ともに、障害者や高齢者をはじ

め、広く一般の方々が来所しや

すい施設・設備の整備を図る。

また、生涯学習の観点から施設

の一般公開を更に推進する。 

 (平成２６年度の施設整備予

定)  防水改修工事 

（平成２６年度研究所公開） 

  平成２６年１１月８日 

 

（３）人事に関する計画 

① 方針 

  研究活動、研修事業、教育相

談活動及び情報普及活動を効率

的に行うため、適正に人員を配

置する。 

② 人員に係る指標 

  常勤職員については、その職

員数の抑制を図り、適切な数と

なるよう努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ その他 

・客員研究員等を任命し、研究

活動の活性化を図る。 

・教育委員会、大学等との人事

交流により、必要な人員の確保

に務める。 

・筑波大学附属久里浜特別支

援学校との連携実績 

・適正な人員配置及び職員数 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自閉症教育に係る研究の質的向上に生かした。さらに、

研究所の施設の一部に筑波大学附属久里浜特別支援学

校の災害対策用品を備蓄するなど、連携を図った。 

 

 施設・設備に関する計画について、施設等の老朽化

を勘案し、研究管理棟の屋根防水改修工事を実施し、

年度内に竣工した。 

 平成 26 年 11 月８日に、筑波大学附属久里浜特別支

援学校と同日開催で研究所公開を実施した。全体テー

マを「子どもとともに」とし、新たな企画として「い

んくるカフェ」を開催した。参加者は、学校教員や大

学生を中心に 315名の参加があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 人事に関する計画については、２名の客員研究員の

任命や、障害種別等のバランスや新規事業への対応の

ため、教育委員会等との人事交流や公募にて計画的に

採用を行った。また、「支援機器等教材普及促進事業」

の実施のため、人事交流による採用や任期付研究職員

の採用を行うなど、業務の推進に必要な人員の確保に

努めた。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 施設整備については、施設等の老朽化を勘案し、研

究管理棟の屋根防水改修工事を実施し、年度内に竣工

しており、適切に実施した。 

 研究所公開では、平成 26 年度の参加者数は、平成

25 年度の 206名を大きく上回る 315 名の参加があり、

アンケート結果では、「非常に満足した」71.5％、「や

や満足した」25.7％と合計 97.2％の参加者から高い評

価を得た。 

 

 

 

 

 

 

 

 人事に関する計画については、人事交流や新規事業

への対応等による計画的な採用、客員研究員の任命を

行い、必要な人員の確保を行っており、適切に実施で

きた。 

 

 

＜課題と対応＞ 

 引き続き適切な業務運営に努める。 

 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 

 

詳細は上記の参照箇所に

譲り、左記の「評価の視点」

に係る内容について重点

的に記載 


